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一　

は
じ
め
に

1
　「
三
六
三
セ
ー
ル
」
の
隆
盛

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
倒
産
法
（T

itle 1‌1 of the U
nited States Code

）（
以
下
「
連
邦
倒
産
法
」
と
い
う
）
第
一
一
章
が
規
定
す

る
再
建
（reorganization

）
手
続
（
以
下
「
第
一
一
章
手
続
」
と
い
う
）
は
、
債
務
者
が
事
業
を
継
続
し
つ
つ
、
再
建
計
画
に
よ
っ
て

担
保
付
債
権
者
、
無
担
保
債
権
者
、
持
分
権
者
（
株
主
）
の
権
利
を
変
更
し
た
上
で
、
債
務
者
の
事
業
収
益
か
ら
弁
済
を
行
う
自
主

再
建
を
基
本
的
な
再
建
手
法
と
し
て
お
り
、
計
画
案
に
対
す
る
投
票
手
続
、
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
計
画
認
可
要
件
に
つ
い
て
詳
細

な
規
定
を
設
け
て
い
る
（
連
邦
倒
産
法
一
一
二
一
条
な
い
し
一
一
二
九
条
）。
再
建
計
画
に
お
い
て
、
計
画
を
実
行
す
る
手
段
と
し
て
財

団
財
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
定
め
を
置
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
（
連
邦
倒
産
法
一
一
二
三
条
（
ａ
）（
5
）（
Ｂ
））、
債
務
者
の
全
て
の

事
業
を
譲
渡
し
配
当
す
る
の
み
の
計
画
（
清
算
型
再
建
計
画
）
も
許
容
さ
れ
て
い
る
（
同
条
（
ｂ
）（
4
））。

　

他
方
で
、
計
画
外
事
業
譲
渡
、
す
な
わ
ち
第
一
一
章
手
続
係
属
中
の
債
務
者
が
計
画
認
可
前
に
そ
の
全
て
（
ま
た
は
実
質
的
に
全

て
）
の
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と
の
根
拠
規
定
は
、
事
業
の
通
常
の
過
程
外
に
お
け
る
財
団
財
産
の
使
用
、
売
却
お
よ
び
賃
貸
に
関
す

る
裁
判
所
の
許
可
手
続
を
定
め
た
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）（
1
）
な
ど
の
い
く
つ
か
の
条
項
に
す
ぎ
ず
、
連
邦
倒
産
法
の
規

定
上
は
例
外
的
な
手
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
よ
っ
て
事
業
を
譲
受
人
に
承
継
し
、

爾
後
債
務
者
は
譲
渡
代
金
の
債
権
者
等
へ
の
分
配
の
み
を
行
う
再
建
手
法
は
、「
三
六
三
セ
ー
ル
」（363 sale

（
（
（

）
の
呼
称
を
得
て
、

当
初
は
大
企
業
を
中
心
に
、
次
第
に
中
小
企
業
も
含
め
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
全
米
の
大
規
模
公
開
会
社
の
第
一
一
章
手
続
に
関

す
る
統
計
に
よ
れ
ば
、
連
邦
倒
産
法
が
施
行
さ
れ
た
直
後
の
一
九
八
〇
年
代
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
よ
る
再
建
は
僅
少
で
あ
っ
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
現
在
ま
で
、
景
況
に
よ
る
振
幅
は
あ
る
も
の
の
三
六
三
セ
ー
ル
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
に

は
多
い
年
で
三
割
を
超
え
る
事
件
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（

（
（

。
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三
六
三
セ
ー
ル
の
増
加
に
対
し
て
は
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
実
態
は
、
主
要
債
権
者
に
よ
る
実
質
的
支
配
の
下
で
立
案
さ
れ
た
事

業
譲
渡
が
他
の
債
権
者
に
阻
止
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
便
宜
的
に
第
一
一
章
手
続
を
利
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
再
建
計
画

立
案
か
ら
認
可
に
至
る
過
程
で
の
交
渉
を
通
じ
て
利
害
関
係
人
の
権
利
を
調
整
し
、
債
務
者
の
再
建
を
図
ろ
う
と
す
る
第
一
一
章
手

続
の
本
来
の
姿
か
ら
乖
離
し
て
い
る
旨
の
指
摘（

（
（

や
、
三
六
三
セ
ー
ル
が
自
主
再
建
と
比
べ
債
権
者
へ
の
弁
済
率
の
向
上
に
寄
与
し
て

い
る
と
は
言
え
な
い
と
す
る
実
証
分
析
結
果
が
発
表
さ
れ
る（

（
（

な
ど
、
主
に
研
究
者
に
よ
る
懸
念
の
表
明
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
自
主
再
建
よ
り
も
三
六
三
セ
ー
ル
が
好
ま
れ
る
実
務
の
傾
向
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、
特
に
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年

に
か
け
て
の
世
界
金
融
危
機
下
に
お
い
て
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
、
Ｇ
Ｍ
と
い
っ
た
世
界
的
に
著
名
な
巨
大

企
業
が
、
三
六
三
セ
ー
ル
を
事
業
再
建
に
用
い
た
こ
と
は
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
前
記
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
代

に
は
、
大
規
模
公
開
会
社
の
第
一
一
章
手
続
に
お
い
て
三
六
三
セ
ー
ル
が
行
わ
れ
た
割
合
は
多
い
年
で
四
割
を
超
え
て
お
り
、
今
日

で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
再
建
手
法
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
三
六
三
セ
ー
ル
を
隆
盛
に
至
ら
せ
た
要
因
と
し
て
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
市
場
や
、
債
権
売
買
市
場
の
発
展
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

2
　
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

　

前
記
の
と
お
り
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
関
す
る
制
定
法
上
の
規
定
は
詳
細
に
渡
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
い
か
な
る
事
案
や
状

況
で
計
画
外
事
業
譲
渡
を
許
可
す
べ
き
か
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
の
許
可
要
件
に
関
す

る
判
例
理
論
の
発
展
経
過
や
、
最
近
の
立
法
論
を
紐
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
六
三
セ
ー
ル
が
例
外
的
手
法
か
ら
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
手

法
に
転
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
理
論
的
背
景
や
、
自
主
再
建
を
基
本
的
手
法
と
す
る
現
行
連
邦
倒
産
法
と
の
調
和
の
図
り
方
に
つ

い
て
分
析
を
試
み
る
。

　

以
下
で
は
、
連
邦
倒
産
法
に
お
け
る
計
画
外
事
業
譲
渡
に
関
す
る
規
律
を
概
観
し
た
上
で
（
二
）、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
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件
に
関
す
る
判
例
理
論
で
あ
る
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
、
お
よ
び
信
認
義
務
の
内
容
に
つ
い

て
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
（
三
）。
そ
し
て
、
世
界
金
融
危
機
下
の
著
名
事
件
で
あ
る
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
事
件
、
ク
ラ
イ

ス
ラ
ー
事
件
お
よ
び
Ｇ
Ｍ
事
件
に
お
け
る
三
六
三
セ
ー
ル
の
概
要
と
（
四
）、
三
六
三
セ
ー
ル
に
関
す
る
最
近
の
立
法
論
を
紹
介
し

（
五
）、
最
後
に
、
わ
が
国
の
民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
計
画
外
事
業
譲
渡
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆

に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
（
六
）。

二　

計
画
外
事
業
譲
渡
に
関
す
る
規
律

1
　
旧
法
下
の
状
況

　

一
八
六
七
年
連
邦
破
産
法（

（
（

に
お
け
る
破
産
（
清
算
）
手
続
で
は
、
財
団
財
産
の
換
価
は
原
則
と
し
て
債
権
者
集
会
決
議
に
よ
り
譲

受
管
財
人
が
選
任
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が（

（
（

、
債
務
者
、
債
権
者
な
ど
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
滅
失

し
や
す
い
性
質
（perishable in nature

）
や
価
値
の
急
減
が
認
め
ら
れ
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
直
ち
に
売
却
を
許
可
で

き
る
旨
の
例
外
が
規
定
さ
れ
て
い
た（

（
（

。
ま
た
、
一
八
九
八
年
連
邦
破
産
法（

（
（

に
お
け
る
破
産
手
続
で
は
、
同
法
制
定
と
と
も
に
連
邦
最

高
裁
判
所
が
制
定
し
た
、
破
産
に
関
す
る
一
般
命
令
（General O

rders and Form
s in Bankruptcy

）
が
、
破
産
者
の
財
産
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
、
性
質
ま
た
は
所
在
に
起
因
し
て
滅
失
し
や
す
く
、
迅
速
に
売
却
し
な
け
れ
ば
損
害
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
債
務

者
や
債
権
者
な
ど
の
申
立
て
に
よ
り
裁
判
所
が
売
却
を
許
可
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
た（

（1
（

。

　

そ
の
後
、
一
九
三
八
年
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
法
に
よ
る
一
八
九
八
年
連
邦
破
産
法
改
正
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
再
建
型
手
続
で
あ
る
、

Ⅹ
章
（reorganization

）
手
続
お
よ
び
Ⅺ
章
（arrangem

ent

）
手
続
に
お
い
て
は
、
レ
シ
ー
バ
ー
、
管
財
人
ま
た
は
占
有
を
継
続

す
る
債
務
者
（D

IP: debtor-in-possession

）
に
よ
る
、
理
由
を
示
し
、
か
つ
利
害
関
係
人
へ
の
通
知
を
経
た
申
立
て
に
よ
り
、
裁
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判
所
は
再
建
計
画
認
可
前
に
債
務
者
の
財
産
の
賃
貸
ま
た
は
売
却
を
許
可
で
き
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た（

（1
（

が
、
こ
の
「
理
由
」
が
具

体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
た
。In re Solar M

fg. Corp

事
件
判
決
（
第
三
巡
回
区
連
邦
控
訴

裁
判
所
、
一
九
四
九
年（

（1
（

）
は
こ
れ
を
厳
格
に
解
し
、
緊
急
の
場
合
、
す
な
わ
ち
迅
速
な
対
処
が
な
け
れ
ば
資
産
価
値
が
失
わ
れ
る
切

迫
し
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
し
た（

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
、In re D

ania Corp.

事
件
判
決
（
第
五
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判

所
、
一
九
六
八
年（

（1
（

）
は
、
再
建
計
画
認
可
前
の
売
却
は
、
許
可
権
限
を
有
す
る
裁
判
所
の
合
理
的
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
債
務

者
お
よ
び
多
数
債
権
者
の
利
益
に
適
う
の
で
あ
れ
ば
可
能
と
す
る
立
場
を
採
っ
た（

（1
（

。
た
だ
し
、
前
者
の
立
場
を
採
り
つ
つ
、
計
画
認

可
前
の
全
財
産
の
売
却
に
つ
い
て
特
に
要
件
を
加
重
せ
ず
、
当
該
事
案
に
お
い
て
資
産
価
値
の
急
速
な
低
下
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て

許
可
し
た
判
例（

（1
（

や
、
計
画
内
で
の
財
産
売
却
に
関
す
る
規
定
は
、
計
画
認
可
前
の
全
財
産
の
売
却
を
禁
じ
る
趣
旨
と
は
解
さ
れ
な
い

と
し
た
判
例（

（1
（

も
あ
り
、
計
画
外
で
の
事
業
譲
渡
も
、
事
案
次
第
で
許
容
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
法
下
で
の
議
論
は
、
現
行
法
の
制
定
過
程
に
も
影
響
を
与
え
た（

（1
（

。
合
衆
国
倒
産
法
委
員
会
（T

he 

Com
m

ission on the Bankruptcy Law
s of the U

nited States

）
が
連
邦
議
会
に
提
出
し
た
報
告
書
は
、
通
常
の
事
業
の
過
程
外

の
売
却
や
賃
貸
一
般
に
関
す
る
規
定
と
は
別
に
、
財
団
の
全
て
ま
た
は
実
質
的
に
全
て
の
財
産
の
売
却
ま
た
は
賃
貸
に
関
す
る
特
則

を
設
け
、
そ
こ
で
は
財
団
の
最
善
の
利
益
（best interest of the estate

）
に
合
致
す
る
こ
と
を
実
体
的
要
件
と
す
る
立
法
提
案
を

行
っ
て
い
た（

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
連
邦
司
法
省
は
、
財
団
の
全
て
の
財
産
の
売
却
は
、
本
来
清
算
型
手
続
が
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

計
画
認
可
前
の
全
財
産
の
売
却
は
緊
急
の
場
合
に
限
り
許
可
さ
れ
る
と
し
たIn re Solar

事
件
判
決
の
要
件
を
緩
和
す
べ
き
で
は

な
い
と
の
意
見
を
提
出
し
て
い
た（

（2
（

。
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
全
財
産
の
売
却
に
関
す
る
特
則
は
法
案
か
ら
削
除
さ
れ
、
結
局
、
財

団
財
産
の
使
用
、
売
却
お
よ
び
賃
貸
一
般
に
関
す
る
規
定
の
み
が
残
っ
た（

（2
（

。
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2
　
連
邦
倒
産
法
の
規
律

（
1
）　

裁
判
所
に
よ
る
許
可

　

現
行
連
邦
倒
産
法
は
、
再
建
手
続
の
み
な
ら
ず
、
清
算
（liquidation

）
手
続
（
第
七
章
手
続
）
な
ど
、
同
法
が
規
定
す
る
各
種
手

続
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
総
則
部
分
に
、
財
団
財
産
の
使
用
、
売
却
、
賃
貸
に
関
す
る
三
六
三
条
を
規
定
し
て
い
る（

（2
（

。
管
財
人
は
、

利
害
関
係
者
に
対
す
る
通
知
と
審
問
を
経
た
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
事
業
の
通
常
の
過
程
外
の
（other than in the ordinary 

course of business
）、
財
団
の
使
用
、
売
却
ま
た
は
賃
貸
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）（
1
））。
第
一
一

章
手
続
で
は
、
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
例
外
的
場
合
を
除
き
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
、
財
団
財
産
の
管
理
処
分
や
事
業
継
続
の
権
限
（
連
邦
倒

産
法
一
一
〇
一
条
（
1
）、
一
一
〇
七
条
（
ａ
）、
一
一
〇
八
条
）
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
連
邦

倒
産
規
則
（Federal Rules of Bankruptcy Procedure

）
は
、
通
知
は
原
則
と
し
て
審
問
の
二
一
日
前
ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
る

こ
と
や
（
連
邦
倒
産
規
則
二
〇
〇
二
条
（
ａ
）（
2
）、（
ｃ
）（
1
）、
六
〇
〇
三
条
（
ｂ
））、
売
却
の
方
法
は
入
札
ま
た
は
相
対
取
引
に

よ
る
こ
と
を
規
定
す
る
（
同
六
〇
〇
四
条
（
ｆ
）（
1
））。

　

債
務
者
の
事
業
の
譲
渡
が
、「
事
業
の
通
常
の
過
程
外
」
の
取
引
に
該
当
す
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
が
、
そ
の
実
体
的
許
可
要
件

は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
後
に
三
で
詳
し
く
述
べ
る
。
ま
た
、
全
て
の
（
ま
た
は
実
質
的
に
全
て
の
）
事
業
を
譲
渡

し
た
債
務
者
に
は
、
受
領
し
た
譲
渡
代
金
を
債
権
者
等
に
分
配
す
る
事
務
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
清
算
を
内
容
と
す
る
計
画
を

作
成
す
る
か
、
ま
た
は
清
算
型
手
続
で
あ
る
第
七
章
手
続
に
移
行
（conversion

）
す
る
こ
と
に
な
る
（
連
邦
倒
産
法
一
一
一
二
条

（
ａ
）（
ｂ
）（

（2
（

）。

（
2
）　

許
可
に
対
す
る
不
服
申
立

　

倒
産
裁
判
所
の
事
業
譲
渡
許
可
決
定
に
つ
き
、
債
権
者
な
ど
の
利
害
関
係
人
で
不
服
が
あ
る
者
は
、
上
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
連
邦
倒
産
規
則
九
〇
二
四
条
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
（Federal Rules of Civil Procedure

）
六
〇
条
（
ｂ
））。
倒
産
裁
判
所
の
決
定
に
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対
す
る
上
訴
審
は
連
邦
地
方
裁
判
所
（
合
衆
国
法
典
二
八
編
（T

itle 2‌8 of the U
nited States Code

）
一
五
八
条
（
ａ
））、
ま
た
は
倒

産
上
訴
委
員
会
（BA

P: Bankruptcy A
ppellate Panel

）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
巡
回
区
で
は
同
委
員
会
が
管
轄
を
有
し
（
同
条

（
ｂ
））、
連
邦
地
裁
ま
た
は
倒
産
上
訴
委
員
会
の
判
断
に
対
し
て
は
さ
ら
に
連
邦
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
同
条
（
ｄ
）（
1
））。
た
だ
し
、
上
訴
に
伴
う
執
行
停
止
（stay pending appeal

）（
連
邦
上
訴
規
則
（Federal Rules of 

A
ppellate Procedure

）
八
条
）
が
発
令
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
上
訴
審
に
お
い
て
事
業
譲
渡
の
許
可
に
つ
き
取
消
し
や
修
正
が
さ

れ
て
も
、
誠
実
な
（good faith

）
譲
受
人
に
対
す
る
事
業
譲
渡
の
有
効
性
は
影
響
を
受
け
な
い
（
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｍ
））。
こ

の
規
定
に
よ
り
、
上
訴
人
が
執
行
停
止
を
得
て
い
な
い
場
合
、
上
訴
審
で
譲
受
人
の
誠
実
性
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
上
訴
は
争
訟
性
の

消
滅
（m

oot

）
を
理
由
に
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

（2
（

。
譲
受
人
が
誠
実
で
な
い
と
認
定
さ
れ
た
具
体
例
は
、
他
の
入
札
者
や
管
財
人

等
と
の
間
の
共
謀
や
、
詐
欺
な
ど
の
不
当
な
行
為
に
及
ん
だ
場
合
が
典
型
で
あ
る（

（2
（

。
ま
た
、
条
文
上
、
上
訴
提
起
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
る
の
み
で
は
誠
実
性
は
失
わ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
同
条
（
ｍ
））、
審
問
期
日
に
お
い
て
事
業
譲
渡
に
反
対
す

る
者
の
存
在
を
認
識
し
た
の
み
で
は
不
誠
実
性
を
認
定
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
執
行
停
止
が
発
令
さ
れ
る
例
が
少
な
い
こ
と（

（2
（

も
相
俟
っ
て
、
上
訴
審
に
お
い
て
事
業
譲
渡
の
許
可
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
3
）　

売
却
手
続

（
ａ
）　

債
権
者
委
員
会
の
役
割

　

計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
申
立
の
主
体
は
債
務
者
で
あ
る
が
、
実
務
上
は
債
権
者
委
員
会
を
通
じ
て
債
権
者
の
意
向
も
相
応
に
反

映
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
債
権
者
委
員
会
は
、
連
邦
管
財
官
（U

nited States T
rustee

）
が
選
任
す
る
債
権
者
委
員
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
機
関
で
あ
る
（
連
邦
倒
産
法
一
一
〇
二
条
（
ａ
）（
1
））。
無
担
保
債
権
者
の
委
員
会
は
必
要
的
で
あ
り
、
原
則
と

し
て
、
債
権
額
上
位
七
名
の
債
権
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
同
条
（
ｂ
）（
1
））。
こ
れ
に
対
し
担
保
付
債
権
者
や
株
主
の
委
員
会
は
、

利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
連
邦
管
財
官
が
適
切
と
認
め
た
場
合
に
の
み
設
置
さ
れ
る
（
同
条
（
ａ
）（
1
））。
債
権
者
委
員
会
は
、
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再
建
計
画
の
立
案
へ
の
参
加
や
意
見
表
明
に
加
え
（
同
条
（
ｃ
）（
3
））、
債
務
者
の
財
産
、
負
債
そ
の
他
の
状
況
に
関
す
る
調
査
権

限
を
有
し
て
い
る
（
連
邦
倒
産
法
一
一
〇
三
条
（
ｃ
）（
2
））。
し
た
が
っ
て
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
も
、
債
務
者
は
売
却
条

件
や
売
却
方
法
、
買
受
人
候
補
者
な
ど
に
関
す
る
情
報（

（2
（

を
債
権
者
委
員
会
に
提
供
し
、
協
議
を
し
な
が
ら
方
針
決
定
を
す
る
こ
と
に

な
る（

（2
（

。

　

債
権
者
委
員
会
は
、
代
理
人
と
し
て
弁
護
士
や
会
計
士
な
ど
の
専
門
家
を
、
債
権
者
集
会
の
多
数
決
に
基
づ
き
裁
判
所
の
許
可
を

得
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
（
ａ
））。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
専
門
家
に
対
す
る
合
理
的
な
金
額
の
報
酬
や
実
費

の
支
払
い
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
倒
産
法
三
二
八
条
（
ａ
）（
1
）、
三
三
〇
条
（
ａ
）（
1
））。
こ
の
よ
う
に
、
債
権
者
委

員
会
の
専
門
家
に
関
す
る
費
用
が
財
団
の
負
担
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
一
章
手
続
に
お
い
て
債
権
者
委
員
会
が
活
発
に
活
動
す
る

基
盤
と
な
っ
て
い
る
反
面
、
財
団
財
産
が
少
な
く
専
門
家
の
費
用
を
支
弁
で
き
な
い
場
合
は
、
活
動
は
必
ず
し
も
積
極
的
で
な
い
よ

う
で
あ
る（

（3
（

。

（
ｂ
）　

売
却
方
法

　

売
却
方
法
の
選
択
や
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
続
で
売
却
を
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
事
件
に
お
け
る
倒
産
裁
判
所
の

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
、
債
務
者
が
大
規
模
公
開
企
業
で
あ
る
場
合
は
入
札
、
小
規
模
閉
鎖
的
企
業
で
あ
る
場
合
は

相
対
取
引
の
方
法
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
規
模
な
第
一
一
章
手
続
の
申
立
が
多
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
は
、
三
六
三
セ
ー
ル
の
売
却
手
続
の
具

体
的
な
進
め
方
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
・
公
表
し
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
入
札
を
行
う
場
合
に
は
、
売
却
手
続

命
令
（Sale Procedures O

rder

）
と
売
却
命
令
（Sale O

rder

）
の
二
段
階
の
許
可
手
続
に
よ
る
こ
と
や
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー

ス
・
ビ
ッ
ド
（stalking horse bid

）
に
よ
る
入
札
手
続
を
標
準
的
な
方
法
と
す
る（

（3
（

。

　

ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
と
は
、
入
札
前
に
一
定
の
価
格
以
上
で
の
買
受
を
約
束
す
る
仮
の
買
い
手
候
補
者
を
意
味
す
る（

（3
（

。
ス
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ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
・
ビ
ッ
ド
で
は
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
が
予
め
提
示
し
た
価
格
や
条
件
を
上
回
る
応
札
者
が
な
か
っ
た

場
合
は
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
が
落
札
者
と
な
る
が
、
ス
ト
キ
ー
ン
グ
・
ホ
ー
ス
を
上
回
る
入
札
を
し
た
者
が
落
札
し
た
場
合
、

ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
に
は
ブ
レ
イ
ク
ア
ッ
プ
・
フ
ィ
ー
（break-up fee

（
（3
（

）
や
実
費
償
還
（expense reim

bursem
ent

）
に
よ
る

金
銭
的
補
償
が
さ
れ
る
。
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
・
ビ
ッ
ド
に
は
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
が
買
受
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
倒
産
手
続
開
始
に
よ
る
信
用
不
安
を
最
小
限
に
抑
え
て
事
業
価
値
の
減
損
を
防
ぎ
つ
つ
、
入
札
に
よ
り
さ
ら
に
好
条
件
で
の
売
却

が
期
待
で
き
る
長
所
が
あ
る
と
さ
れ
る（

（3
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
純
粋
な
入
札
はnaked auction

と
呼
ば
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
と
並
ん
で
大
規
模
な
第
一
一
章
手

続
の
申
立
が
多
い
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
地
区
で
も
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
・
ビ
ッ
ド
が
標
準
的
な
入
札
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
（
（3
（

。
（
4
）　

付
随
的
規
定

（
ａ
）　

対
象
財
産
に
つ
い
て
の
担
保
権
等
の
負
担
の
消
除

　

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）
ま
た
は
（
ｃ
）
に
よ
る
取
引
の
相
手
方
は
、
権
利
の
負
担

の
な
い
（free and clear of any interest

）
財
産
を
取
得
す
る
（
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｆ
））。
①
倒
産
法
以
外
の
関
連
法
規
が
、

権
利
の
負
担
の
な
い
譲
渡
を
許
容
し
て
い
る
と
き
、
②
消
除
さ
れ
る
権
利
の
保
有
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
③
消
除
さ
れ
る
権
利
が

担
保
権
の
場
合
に
は
、
当
該
財
産
の
売
却
金
額
が
当
該
財
産
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
全
て
の
担
保
権
の
価
値
の
合
計
（aggregate 

value

）
よ
り
も
大
き
い
と
き
、
④
消
除
さ
れ
る
権
利
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
が
、
そ
の
争
い
が
誠
実
な
（bona fide

）
も
の
で
あ
る

と
き
、
⑤
消
除
さ
れ
る
権
利
の
保
有
者
が
、
金
銭
的
補
償
で
満
足
す
べ
き
こ
と
が
法
に
よ
り
強
制
さ
れ
て
い
る
と
き
。

　

こ
のfree and clear

条
項
は
、
対
象
財
産
上
の
権
利
の
負
担
を
、
当
該
権
利
者
の
個
別
的
同
意
を
得
ず
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
た
め
、
買
受
人
を
見
つ
け
や
す
く
、
高
い
価
格
で
の
売
却
可
能
性
を
高
め
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
さ
れ
、
三
六
三
セ
ー
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ル
で
は
本
条
項
に
よ
っ
て
リ
ー
エ
ン
（lien

）
な
ど
の
担
保
権
の
負
担
の
消
除
が
行
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る（

（3
（

。
消
除
の
対
象
と
な

る
権
利
者
の
求
め
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
当
該
権
利
者
に
対
す
る
適
切
な
保
護
（adequate protection

（
（3
（

）
と
し
て
、
譲
渡
を

禁
止
す
る
こ
と
や
、
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
（
ｅ
））。

　

た
だ
し
、
消
除
の
対
象
と
な
る
権
利
（interest

）
の
範
囲
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
条
文
の
文
言
に
忠
実
に
当
該
財
産
上
の

対
物
的
な
権
利
に
限
定
す
る
見
解（

（3
（

に
対
し
、
最
近
で
は
、
財
産
の
所
有
に
関
連
し
て
生
じ
る
債
務
も
含
め
て
広
く
解
す
る
見
解
が
有

力
と
な
り
つ
つ
あ
る
が（

（3
（

、
議
論
は
未
だ
帰
一
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
前
記
③
の
「
担
保
権
の
価
値
の
合
計
」
の
意
義
に
つ
い
て
も
争

い
が
あ
り
、
公
正
な
市
場
価
値
に
よ
っ
て
定
ま
る
目
的
物
の
価
値
の
総
額
と
解
す
る
経
済
的
価
値
（econom

ic value

）
説（

（4
（

と
、
被

担
保
債
権
の
額
面
の
総
額
と
解
す
る
額
面
価
値
（face value

）
説（

（4
（

に
分
か
れ
て
い
る
。

（
ｂ
）　

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ド

　

裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め
な
い
旨
の
判
断
を
し
た
場
合
を
除
き
、
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
者
は
、
リ
ー
エ
ン
が
設
定
さ
れ
て
い
る
売
却

対
象
財
産
の
入
札
に
参
加
し
、
落
札
し
た
場
合
に
は
売
買
代
金
支
払
義
務
と
被
担
保
債
権
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
倒
産

法
三
六
三
条
（
ｋ
））。
こ
の
よ
う
な
リ
ー
エ
ン
を
有
す
る
者
に
よ
る
入
札
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ド
（credit bidding

）
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ビ
ッ
ド
は
、
担
保
権
者
に
と
っ
て
は
被
担
保
債
権
額
に
相
当
す
る
現
金
を
準
備
せ
ず
に
入
札
に
参
加
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
当
初
か
ら
入
札
に
よ
る
買
収
を
見
越
し
た
融
資
や
、
担
保
付
債
権
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
る
「
所
有

の
た
め
の
ロ
ー
ン
戦
略
」（loan to ow

n strategy

）
を
促
進
す
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
担
保
権
者
以
外
の

者
に
と
っ
て
は
相
対
的
に
不
利
に
な
り
、
入
札
へ
の
萎
縮
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
の
懸
念
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。
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三　

計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
件
に
関
す
る
判
例
理
論

1
　
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準

（
1
）　In re Lionel

事
件
判
決
（
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
一
九
八
三
年（

（4
（

）

【
事
案
】

　

Lionel Corporation
お
よ
び
そ
の
子
会
社
（
以
下
あ
わ
せ
て
「
本
件
債
務
者
」
と
い
う
）
は
、
一
九
八
二
年
二
月
に
第
一
一
章
手

続
の
申
立
て
を
し
た
。
本
件
債
務
者
は
、
本
業
と
し
て
玩
具
の
自
社
製
造
販
売
や
、
第
三
者
へ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
の
事
業
を
行
う

ほ
か
、
投
資
目
的
で
上
場
会
社D

ale Electronics Inc.

の
株
式
（
以
下
「D

ale

株
」
と
い
う
）
を
保
有
し
て
い
た
。D

ale

株
は
本

件
債
務
者
の
連
結
資
産
の
三
割
強
を
占
め
、
本
業
よ
り
収
益
性
の
高
い
資
産
で
あ
っ
た
。

　

本
件
債
務
者
は
一
九
八
三
年
六
月
に
、D

ale

株
売
却
の
許
可
を
連
邦
倒
産
裁
判
所
に
申
し
立
て
、
そ
の
数
日
後
に
はD

ale

株
売

却
を
条
件
に
、
そ
の
売
買
代
金
を
債
権
者
に
分
配
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
再
建
計
画
案
を
提
出
し
た
。D

ale

株
売
却
に
対
し
、

本
件
債
務
者
ら
の
株
主
の
委
員
会
や
、
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
は
異
議
を
述
べ
た
が
、
連
邦
倒
産
裁
判
所
は
売
却
を
許
可
し

た
。

　

こ
れ
に
対
し
株
主
委
員
会
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
上
訴
し
、D

ale
株
売
却
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
計
画
認
可
前
の
売
却
は
、
再
建
計

画
の
開
示
、
勧
誘
、
認
可
と
い
っ
た
倒
産
法
が
提
供
す
る
安
全
弁
を
奪
う
こ
と
や
、
健
全
な
再
建
計
画
の
基
盤
と
な
るD

ale

株
が

失
わ
れ
る
こ
と
の
不
当
性
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
本
件
債
務
者
は
、
無
担
保
債
権
者
委
員
会
が
売
却
を
強
く
望
ん
で
い
る
こ
と
を

主
張
し
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
は
連
邦
倒
産
裁
判
所
の
判
断
を
是
認
し
た
た
め
、
さ
ら
に
連
邦
控
訴
裁
判
所
へ
の
上
訴
が
さ
れ
た
。

【
判
旨
】

　
「
第
一
一
章
手
続
制
定
の
歴
史
的
経
過
と
そ
の
背
景
に
あ
る
論
理
に
照
ら
せ
ば
、
事
業
の
通
常
の
過
程
の
範
囲
外
の
財
団
の
使
用
、
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売
却
、
賃
貸
に
つ
い
て
は
、
主
要
債
権
者
の
同
意
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か
の
明
瞭
な
事
業
上
の
正
当
性
（som

e articulated 

business justification

）
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
倒
産
裁
判
官
は
、
判
断
に
際
し
、
最
も
声
の
大
き
い
利
害
関
係
人

の
声
に
直
ち
に
従
う
の
で
は
な
く
、
関
連
す
る
事
実
を
考
慮
し
、
債
務
者
、
債
権
者
、
株
主
な
ど
の
多
様
な
利
益
に
適
う
よ
う
に
行

動
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
以
下
を
考
慮
要
素
と
し
て
例
示
的
に
列
挙
し
た（

（4
（

。

①　

対
象
財
産
の
価
値
が
財
団
全
体
の
価
値
に
占
め
る
割
合

②　

倒
産
手
続
申
立
か
ら
の
経
過
時
間

③　

近
い
将
来
に
再
建
計
画
が
提
出
さ
れ
認
可
に
至
る
可
能
性

④　

申
立
に
係
る
処
分
が
将
来
の
再
建
計
画
に
及
ぼ
す
影
響

⑤　

対
象
財
産
の
評
価
額
に
対
し
、
申
立
に
係
る
処
分
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益

⑥　

申
立
に
係
る
処
分
に
代
替
し
得
る
取
引
の
有
無

⑦　

対
象
財
産
の
価
値
の
増
減
状
況

　

そ
の
上
で
、
本
件
許
可
申
立
で
示
さ
れ
た
理
由
は
、
無
担
保
債
権
者
委
員
会
が
売
却
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
の
み
で
あ
り
、D

ale

株
が
収
益
性
の
あ
る
資
産
で
あ
り
売
却
を
要
す
る
緊
急
性
が
な
い
こ
と
、D

ale

株
は
他
の
株
に
比
べ
市
場
で
の
価
格
変
動
が
大
き

く
な
い
こ
と
、
株
主
委
員
会
は
保
有
継
続
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
、
売
却
に
つ
い
て
正
当
な
事
業
上
の
理
由
（good 

business reason

）
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
原
決
定
を
破
棄
し
、
倒
産
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

（
2
）　In re Lionel

事
件
判
決
の
位
置
付
け

（
ａ
）　

現
行
法
下
に
お
け
る
判
断
基
準
の
確
立

　

本
判
決
は
、
通
常
の
事
業
の
過
程
外
の
財
団
財
産
の
売
却
等
を
裁
判
所
が
許
可
す
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
法

下
で
は
判
例
が
分
か
れ
て
対
立
し
て
い
た
、
い
わ
ば
両
極
端
の
基
準
（
前
記
二
2
）
を
い
ず
れ
も
採
用
せ
ず（

（4
（

、
当
該
売
却
等
が
様
々
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な
利
害
関
係
人
の
多
様
な
利
益
に
適
う
か
否
か
に
つ
き
、
複
数
の
具
体
的
考
慮
要
素
に
基
づ
い
て
、「
正
当
な
事
業
上
の
理
由
」
の

有
無
を
判
断
す
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
第
二
巡
回
区
（
管
轄
区
域
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
地
区
お
よ
び
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
）
以
外
の
巡
回
区
で
は
、
本
判
決
は
拘
束
力
の
な
い
説
得
的
法
源
に
す
ぎ
な
い
が
、

多
く
の
巡
回
区
が
本
判
決
に
追
随
し
、
同
様
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る（

（4
（

。

（
ｂ
）　

事
業
譲
渡
の
事
案
へ
の
適
用

　

本
判
決
の
事
案
に
お
け
る
譲
渡
対
象
財
産
は
、
投
資
目
的
で
保
有
し
て
い
た
他
社
の
市
場
性
の
あ
る
株
式
で
あ
り
、
事
業
譲
渡
の

事
案
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
債
務
者
が
計
画
認
可
前
に
全
て
の
事
業
を
譲
渡
す
る
事
案
に
つ
い
て
も
、
本

判
決
の
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る（

（4
（

。

　

た
だ
し
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
❶
「
正
当
な
事
業
上
の
目
的
」（sound business purpose

）

と
し
て
本
判
決
と
同
様
の
要
素
を
考
慮
す
る
の
に
加
え
、
❷
利
害
関
係
者
に
対
し
正
確
か
つ
合
理
的
な
通
知
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
❸

売
却
価
格
が
適
切
（
公
正
か
つ
合
理
的
）
で
あ
る
こ
と
、
❹
譲
受
人
が
誠
実
（good faith

）
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
も
の
も
あ

る
（
（4
（

。
こ
の
う
ち
❷
は
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）（
1
）
が
規
定
す
る
審
問
前
の
通
知
の
要
件
に
対
応
し
、
❸
は
本
判
決
の
考
慮

要
素
⑤
に
対
応
す
る
ほ
か
、
信
認
義
務
の
内
容
で
あ
る
財
団
価
値
最
大
化
原
則
と
も
関
係
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
自
体
が
、
前
記
（
1
）
①
か
ら
⑦
ま
で
の
考
慮
要
素
は
例
示
列
挙
で
あ
る
と
し
、
ど

の
考
慮
要
素
に
重
き
を
お
く
か
に
つ
い
て
の
手
引
き
も
特
に
示
さ
ず
に
、
個
別
事
件
の
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
た
結
果
で
あ
る
と
評

さ
れ
て
い
る（

（4
（

。

（
ｃ
）　

経
営
判
断
原
則
と
の
関
係

　

正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
会
社
法
の
著
名
な
判
例
理
論
で
あ
る
「
経
営
判
断
原
則
」（business 

judgm
ent rule

）
と
の
近
似
性
を
指
摘
す
る
論
者
が
あ
る（

（5
（

。
こ
れ
は
、
裁
判
所
が
正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
否
定
す
る
例
は
比
較
的
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に
少
な
く
、
結
果
と
し
て
Ｄ
Ｉ
Ｐ
に
よ
る
事
業
譲
渡
の
経
営
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
傾
向
を
捉
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
会

社
法
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
は
、
取
締
役
に
対
す
る
会
社
や
第
三
者
か
ら
の
事
後
的
な
責
任
追
及
の
可
否
の
判
断
に
つ
い
て
、
経

営
判
断
の
内
容
の
合
理
性
に
は
立
ち
入
ら
ず
に
、
取
締
役
の
意
思
決
定
過
程
に
不
合
理
が
な
い
こ
と
と
、
取
締
役
と
会
社
の
間
に
利

益
相
反
が
な
い
こ
と
の
み
を
審
査
す
る
法
理
論
で
あ
る（

（5
（

。
こ
れ
に
対
し
、
三
六
三
セ
ー
ル
に
お
け
る
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準

は
、
債
務
者
に
よ
る
事
前
の
許
可
申
立
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
取
引
の
実
質
的
内
容
や
関
係
者
の
利
害
を
具
体
的
に
検
討
す
る
も
の

で
あ
り（

（5
（

、
基
準
の
内
容
や
適
用
場
面
は
本
質
的
に
異
な
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る（

（5
（

。

（
3
）　

正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
欠
く
と
さ
れ
た
裁
判
例

　

計
画
外
事
業
譲
渡
に
つ
き
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
認
定
し
な
か
っ
た
裁
判
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
事
案

の
特
徴
と
し
て
は
、
①
計
画
認
可
を
待
て
な
い
ほ
ど
に
急
激
な
資
産
価
値
低
下
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と（

（5
（

、
②
譲
受
人
募
集

の
活
動
や
情
報
開
示
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と（

（5
（

、
③
担
保
付
債
権
者
は
譲
渡
代
金
の
分
配
を
受
け
る
が
、
無
担
保
債
権
者
は
分
配
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
何
ら
利
益
が
な
い
こ
と（

（5
（

が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
③
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
を
具
備
し
、
無
担
保
債
権
者
か
ら
の
異
議
を
受
け
な
い
た
め
に
、
優
先
順
位
に
よ

れ
ば
本
来
弁
済
に
与
れ
な
い
無
担
保
債
権
者
に
事
業
譲
渡
代
金
の
一
部
を
分
配
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は

gifting

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
と
い
う
別
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
後
記
2
（
4
）（
ａ
）

で
詳
述
す
る
）。

2
　
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理

（
1
）　In re Braniff A

irw
ays

事
件
判
決
（
第
五
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
一
九
八
三
年（

（5
（

）

　

計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
件
と
し
て
、
前
記
1
の
正
当
な
事
業
上
の
理
由
に
加
え
、「
隠
れ
た
再
建
計
画
（sub rosa plan

）」
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に
該
当
し
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
考
慮
す
る
判
例
や
裁
判
例
も
あ
る（

（5
（

。
本
判
決
は
、「
隠
れ
た
再
建
計
画
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
理

由
に
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）（
一
九
八
四
年
改
正
に
よ
り
同
条
（
ｂ
）（
2
）
が
付
加
さ
れ
る
前
の
規
定
。
現
行
規
定
の
（
ｂ
）

（
1
）
に
相
当
）
に
基
づ
く
財
産
処
分
を
許
可
し
な
か
っ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
な
お
、「
隠
れ
た
」
の
語
は
、
本
来

再
建
計
画
で
行
う
べ
き
事
柄
を
財
産
処
分
等
の
取
引
に
仮
託
し
て
行
う
こ
と
を
意
味
し
、
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
と
い
う
含
意
は
な
い（

（5
（

。

【
事
案
】

　

航
空
運
送
事
業
を
営
む
債
務
者Braniff A

irw
ays, Inc.

は
、
一
九
八
二
年
五
月
に
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
た
。
同
年
一
二

月
二
三
日
に
、
本
件
債
務
者
は
、
そ
の
一
部
事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
合
意
を
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
サ
ウ
ス
ウ
エ
ス
ト
航
空
（PSA

: 

Pacific Southw
est A

irlines
）
と
の
間
で
締
結
し
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）
に
基
づ
く
許
可
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。
本

件
合
意
は
、
本
件
債
務
者
が
発
行
し
た
旅
行
ク
ー
ポ
ン
や
無
担
保
債
務
を
Ｐ
Ｓ
Ａ
が
承
継
し
、
本
件
債
務
者
が
将
来
の
事
業
収
益
の

分
配
を
Ｐ
Ｓ
Ａ
に
請
求
で
き
る
と
す
る
対
価
と
し
て
、
Ｐ
Ｓ
Ａ
は
本
件
債
務
者
か
ら
現
金
、
航
空
機
、
設
備
、
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
の

賃
借
権
、
空
港
発
着
枠
等
の
一
部
を
譲
り
受
け
る
旨
を
内
容
と
し
て
い
た
。
前
記
旅
行
ク
ー
ポ
ン
は
、
本
件
債
務
者
の
旧
従
業
員
、

株
主
や
一
部
の
債
権
者
に
発
行
さ
れ
、
事
業
の
再
建
が
成
功
し
た
場
合
に
利
用
可
能
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
月
三

〇
日
に
、
本
件
債
務
者
は
、
債
権
者
お
よ
び
担
保
権
者
の
一
部
と
の
間
で
締
結
し
た
和
解
契
約
の
許
可
申
立
も
行
っ
て
い
た
。

　

連
邦
倒
産
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
申
立
を
許
可
す
る
決
定
を
し
、
上
訴
審
の
連
邦
地
方
裁
判
所
も
こ
れ
を
是
認
し
た
が
、
さ
ら
に
連

邦
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
が
さ
れ
た（

（6
（

。

【
判
旨
】

　
「
本
件
合
意
は
、
本
件
債
務
者
に
対
す
る
債
権
者
の
権
利
に
つ
い
て
重
大
な
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
…
…
本
件
合
意
の

い
く
つ
か
の
条
項
は
、
連
邦
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
「
財
産
の
使
用
、
売
却
、
賃
貸
」
を
逸
脱
し
て
お
り
、

連
邦
地
方
裁
判
所
は
承
認
す
る
権
限
を
欠
い
て
い
た
。」
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た（

（6
（

。
判
決
が
逸
脱
と
し



16

法学研究 92 巻 5 号（2019：5）

て
挙
げ
た
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
本
件
合
意
に
お
け
る
旅
行
ク
ー
ポ
ン
の
承
継
と
、
本
件
債
務
者
が
支
払
う
そ
の
対
価
に
関
す
る
条
項
は
、「
債
務
者
の

資
産
構
成
を
変
更
す
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
再
建
計
画
の
内
容
の
一
部
を
支
配
す
る
効
果
を
有
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
本
来
再
建

計
画
で
行
う
べ
き
内
容
で
あ
る
と
し
て
、「
債
務
者
や
倒
産
裁
判
所
は
、
財
産
の
売
却
に
関
連
し
て
『
隠
れ
た
再
建
計
画
』
に
該
当

す
る
条
項
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
一
章
手
続
の
再
建
計
画
認
可
要
件
を
潜
脱
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
し
た
。

　

第
二
に
、
担
保
付
債
権
者
は
将
来
、
担
保
権
を
実
行
し
た
場
合
に
予
測
さ
れ
る
不
足
額
に
つ
い
て
、
無
担
保
債
権
者
委
員
会
の
多

数
が
承
認
し
た
再
建
計
画
に
賛
成
票
を
投
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
条
項
が
あ
る
が
、「
こ
の
よ
う
な
条
項
も
、『
財
産
の
使
用
、

売
却
ま
た
は
賃
貸
』
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
再
建
計
画
の
作
成
に
債
権
者
が
参
加
し
裁
判
所
の
認
可
に
至
る
ま
で
の
精
緻
な

法
的
枠
組
み
を
無
に
帰
す
る
。」
と
し
た
。

　

第
三
に
、「
本
件
合
意
は
、
債
務
者
、
担
保
権
者
、
役
員
や
オ
フ
ィ
サ
ー
に
対
し
、
全
て
の
当
事
者
が
債
権
を
放
棄
す
る
旨
も
規

定
す
る
が
、
こ
れ
も
三
六
三
条
（
ｂ
）
所
定
の
財
産
の
使
用
、
売
却
、
ま
た
は
賃
貸
に
該
当
し
な
い
。」

　
「
再
建
計
画
で
定
め
る
べ
き
内
容
を
定
め
る
取
引
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
第
一
一
章
手
続
が
再
建
計
画
認
可
に
課
し
た
ハ
ー
ド

ル
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
連
邦
倒
産
法
一
一
二
五
条
、
一
一
二
六
条
、
一
一
二
九
条
（
ａ
）（
7
）、
同
条
（
ｂ
）（
2
）（
Ｂ
）
参

照
）。
本
件
取
引
が
承
認
し
実
行
さ
れ
れ
ば
、
本
件
債
務
者
の
下
に
残
さ
れ
た
財
産
で
の
再
建
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の

点
も
、
本
件
取
引
の
実
態
は
再
建
で
あ
る
と
す
る
当
裁
判
所
の
見
解
を
裏
付
け
る
。」
と
し
た
。

（
2
）　In re Continental A

irlines

事
件
判
決
（
第
五
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
一
九
八
六
年（

（6
（

）

　

本
判
決
は
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
事
案
で
は
な
い
が
、
財
団
へ
の
影
響
が
大
き
い
高
額
の
新
規
取
引
（
航
空
機
リ
ー
ス
）
に
つ
い

て
、
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
す
る
と
し
た
判
例
で
あ
る
。

【
事
案
】
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航
空
運
送
事
業
を
営
む
債
務
者Continental A

irlines, Inc.

は
、
一
九
八
三
年
九
月
に
第
一
一
章
手
続
の
申
立
を
し
た
。
本
件

債
務
者
は
、
金
融
機
関
に
対
し
総
額
約
三
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
負
債
が
あ
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
と
し
て
事
業
を
継
続
し
て
い
た
が
、
一
九
八
四

年
三
月
に
、
旅
客
機
二
機
に
つ
い
て
、
期
間
一
〇
年
、
リ
ー
ス
料
総
額
七
〇
〇
〇
万
ド
ル
強
の
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
す
る
交
渉
の
許

可
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。
本
件
債
務
者
は
、
こ
れ
ら
の
機
材
に
よ
っ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
強
化
し
、
最
も
価
値
の
あ
る
資

産
の
一
つ
で
あ
る
、
太
平
洋
地
区
で
の
事
業
の
価
値
向
上
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

倒
産
裁
判
所
は
こ
の
申
立
に
許
可
を
与
え
た
が
、
金
融
債
権
者
の
一
部
が
連
邦
地
方
裁
判
所
に
上
訴
し
、
前
記In re Braniff 

A
irw

ays

事
件
判
決
を
引
用
の
上
、
許
可
申
立
に
係
る
リ
ー
ス
は
計
画
認
可
手
続
を
潜
脱
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
地
方
裁

判
所
は
、
本
件
はIn re Braniff A

irw
ays

事
件
と
は
異
な
り
、
当
該
リ
ー
ス
は
将
来
の
再
建
計
画
の
条
件
の
支
配
、
債
務
者
の

財
産
の
大
部
分
の
逸
出
、
再
建
計
画
案
に
対
す
る
投
票
、
あ
る
い
は
債
務
の
免
除
や
債
権
の
優
先
順
位
の
変
更
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
と
認
定
し
て
許
可
を
維
持
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
さ
ら
に
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
が
提
起
さ
れ
た
。

【
判
旨
】

　

In re Lionel

事
件
判
決
の
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
を
引
用
し
た
上
で
、
航
空
路
線
の
運
航
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
金
銭

も
倒
産
法
五
四
一
条
所
定
の
「
財
団
」
に
含
ま
れ
、
そ
の
資
金
の
使
用
も
倒
産
法
三
六
三
条
（
ｂ
）
の
許
可
対
象
で
あ
る
と
し
た
。

本
件
債
務
者
が
主
張
し
た
、
①
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
る
需
要
増
加
に
対
応
す
る
こ
と
、
②
競
争
上
の
優
位
性
を
、
新
路
線
に

よ
る
ル
ー
ト
の
拡
充
や
、
既
存
事
業
者
の
撤
退
に
よ
る
空
白
を
埋
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
す
る
こ
と
、
③
外
国
政
府
か
ら
の
路
線

開
設
要
望
に
対
応
す
る
こ
と
、
④
利
益
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
増
加
は
、
本
件
リ
ー
ス
の
交
渉
を
行
う
正
当
な
事
業
上
の
理
由
に

該
当
し
（
た
だ
し
、
最
終
的
な
合
意
を
許
可
す
る
際
に
再
審
査
に
服
す
る
。）、
リ
ー
ス
交
渉
の
継
続
を
許
可
す
る
の
に
十
分
な
理
由
で

あ
っ
た
と
し
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
認
定
を
支
持
し
た（

（6
（

。

　

一
方
、
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
に
つ
い
て
は
、In re Braniff A

irw
ays

事
件
判
決
を
引
用
し
た
上
で
、「
本
件
で
は
、
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上
訴
人
で
あ
る
債
権
者
が
、
本
件
リ
ー
ス
が
再
建
計
画
で
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
受
け
ら
れ
た
倒
産
法
上
の
保
護
を
否
定
さ
れ
た
こ

と
を
具
体
的
に
主
張
し
て
い
た
の
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
そ
の
点
の
検
討
を
し
な
か
っ
た
。
計
画
認
可
手
続
で
あ
れ
ば
、
申
立
に

係
る
リ
ー
ス
を
含
む
再
建
計
画
を
否
決
す
る
こ
と
や
条
件
付
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
は
リ
ー
ス
を
許
可
す
る

制
定
法
上
の
根
拠
を
欠
い
て
い
た
お
そ
れ
が
あ
る
。」
と
し
て
、
原
決
定
を
破
棄
差
戻
し
し
た（

（6
（

。

（
3
）　In re Braniff A

irw
ays

事
件
判
決
お
よ
びIn re Continental A

irlines

事
件
判
決
の
位
置
付
け

（
ａ
）「
隠
れ
た
再
建
計
画
」
に
該
当
す
る
条
項

　

In re Braniff A
irw

ays

事
件
判
決
の
事
案
と
判
旨
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
❶
将
来
の
再
建
計
画
の
内
容
の
一
部
を
支
配
す

る
効
果
を
有
す
る
条
項
、
❷
将
来
提
出
さ
れ
る
再
建
計
画
に
対
し
賛
成
の
投
票
を
求
め
る
条
項
、
❸
債
務
者
や
、
債
務
者
の
役
員
や

オ
フ
ィ
サ
ー
等
の
内
部
者
に
対
す
る
債
権
の
放
棄
に
関
す
る
条
項
が
、「
隠
れ
た
再
建
計
画
」
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る
旨
の
判
断
を

行
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
直
接
関
係
す
る
の
は
❶
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
は
一
義
的
に
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

判
旨
の
後
の
部
分
や
、In re Continental A

irlines

事
件
判
決
も
併
せ
て
読
む
と
、「
再
建
計
画
で
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
受
け

ら
れ
た
倒
産
法
上
の
保
護
」、
す
な
わ
ち
開
示
説
明
書
に
よ
る
情
報
開
示
（
連
邦
倒
産
法
一
一
二
五
条
）、
再
建
計
画
の
決
議
へ
の
参

加
の
機
会
（
同
一
一
二
六
条
）
お
よ
び
計
画
認
可
要
件
に
よ
る
保
護
（
同
一
一
二
九
条
（
ａ
）（
ｂ
））
が
失
わ
れ
た
点
に
着
目
し
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

❷
に
つ
い
て
は
、
近
時
で
は
計
画
支
援
契
約
（plan support agreem

ent; lock-up agreem
ent

）、
す
な
わ
ち
債
務
者
と
主
要
な

債
権
者
や
ス
ポ
ン
サ
ー
等
と
の
間
で
、
事
前
の
交
渉
に
基
づ
き
再
建
計
画
へ
の
支
援
を
約
束
す
る
合
意
の
有
効
性
の
問
題
と
し
て
、

三
六
三
セ
ー
ル
か
ら
独
立
し
た
論
点
と
し
て
議
論
が
さ
れ
て
い
る
の
で（

（6
（

、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

❸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
再
建
計
画
に
お
い
て
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
債
務
免
除
や
、
否
認
の
不
行
使
を
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定
め
る
条
項
（third-party releases

）
の
許
容
性
が
問
題
と
な
る（

（6
（

。
判
例
は
巡
回
区
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
お
り
、
後
に
コ
ロ
ン
ビ

ア
特
別
区
巡
回
区
や
第
五
巡
回
区
等
は
こ
れ
を
認
め
な
い
立
場
を
採
る
に
至
っ
た
が（

（6
（

、
第
二
巡
回
区
や
第
三
巡
回
区
等
は
一
定
の
要

件
の
下
に
許
容
し
て
い
る（

（6
（

。
ま
た
、
放
棄
対
象
と
な
る
権
利
に
つ
い
て
の
適
切
な
情
報
開
示
の
欠
如
や
、
譲
渡
対
価
の
適
正
へ
の
疑

義
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
認
定
し
た
裁
判
例
も
あ
る（

（6
（

。

（
ｂ
）　

第
五
巡
回
区
以
外
で
の
状
況

　

In re Braniff A
irw

ays

事
件
とIn re Continental A

irlines

事
件
は
い
ず
れ
も
第
五
巡
回
区
（
管
轄
区
域
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、

ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
州
）
の
判
例
で
あ
り
、
他
の
巡
回
区
で
は
説
得
的
法
源
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
他
の
巡
回
区
に
お

い
て
も
、
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
す
る
旨
の
異
議
が
述
べ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
前
記
❶
か
ら
❸
ま
で
に
該
当
す
る
条
項
の
有
無
に

つ
い
て
実
体
的
な
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
（
後
記
四
4
の
Ｇ
Ｍ
事
件
決
定
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。）。

（
4
）　

隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
を
認
定
し
た
裁
判
例

（
ａ
）　

担
保
権
者
か
ら
後
順
位
の
債
権
者
へ
のgifting

　

前
提
と
し
て
、
債
務
者
の
全
事
業
を
計
画
外
で
譲
渡
す
る
こ
と
自
体
は
、
直
ち
に
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
争
い

が
な
く
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
関
し
て
隠
れ
た
再
建
計
画
で
あ
る
旨
の
異
議
申
立
が
認
め
ら
れ
た
例
は
、
倒
産
裁
判
所
や
地
方
裁
判

所
レ
ベ
ル
で
も
多
く
は
な
い
。
そ
の
中
で
も
比
較
的
に
よ
く
見
ら
れ
る
事
案
は
、
事
業
譲
渡
代
金
の
分
配
に
お
け
る
“gifting

”に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

三
六
三
セ
ー
ル
に
お
け
るgifting

は
、
例
え
ば
事
業
譲
渡
対
価
よ
り
も
担
保
権
者
の
被
担
保
債
権
額
が
上
回
り
、
優
先
順
位
に

従
う
と
代
金
が
す
べ
て
担
保
権
者
に
分
配
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
担
保
権
者
が
譲
渡
代
金
の
一
部
を
無
担
保
債
権
者
に
分
配
す

る
こ
と
を
指
す
。gifting

が
再
建
計
画
で
行
わ
れ
た
場
合
（
ギ
フ
ト
・
プ
ラ
ン
と
呼
ば
れ
る
）
に
は
、
無
担
保
債
権
者
に
優
先
す
る

中
間
的
な
順
位
の
債
権
者
が
全
額
の
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
の
に
、
下
位
債
権
者
が
配
当
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
計
画
認
可
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要
件
の
一
つ
で
あ
る
絶
対
優
先
原
則
（absolute priority rule

）
違
反
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
許
容
性
に
つ
い
て
活
発
に
議

論
が
さ
れ
て
い
る（

（7
（

。
三
六
三
セ
ー
ル
に
お
け
るgifting

に
関
し
て
は
、In re O
n-site Sourcing

事
件
決
定
（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
東

部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
事
業
譲
渡
代
金
の
一
部
を
無
担
保
債
権
者
へ
の
支
払
に
充
て
る
基
金
を
設
立
し
た
こ

と
に
つ
き
、
手
続
費
用
等
の
優
先
債
権
者
よ
り
先
に
無
担
保
債
権
者
が
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
絶
対
優
先
原
則
に
違
反
す
る

こ
と
を
理
由
に
、
隠
れ
た
再
建
計
画
に
該
当
す
る
と
し
た（

（7
（

。
こ
れ
に
対
し
、In re ICL H

olding Co.

事
件
判
決
（
第
三
巡
回
区
連

邦
控
訴
裁
判
所
、
二
〇
一
五
年（

（7
（

）
は
、
ギ
フ
ト
・
プ
ラ
ン
に
関
す
る
議
論
も
参
照
し
、
無
担
保
債
権
者
へ
の
分
配
原
資
が
事
業
譲
渡
対

価
で
は
な
く
、
事
業
譲
受
人
の
資
金
で
あ
る
場
合
に
は
、gifting

は
絶
対
的
優
先
原
則
に
違
反
し
な
い
と
し
た（

（7
（

。

　

ま
た
、
計
画
外
事
業
譲
渡
で
は
な
く
和
解
契
約
の
事
案
で
あ
る
が
、In re Iridium

事
件
判
決
（
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、

二
〇
〇
七
年（

（7
（

）
は
、
担
保
権
と
し
て
リ
ー
エ
ン
を
主
張
す
る
金
融
債
権
者
と
無
担
保
債
権
者
委
員
会
と
の
間
で
、
リ
ー
エ
ン
の
有
効

性
を
争
わ
な
い
代
わ
り
に
、
財
団
の
現
金
を
、
か
つ
て
債
務
者Iridium

の
親
会
社
で
あ
っ
た
モ
ト
ロ
ー
ラ
社
に
対
す
る
訴
訟
追
行

費
用
に
充
て
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
和
解
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
の
許
可
申
立
が
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
リ
ー
エ
ン
に
関
す
る
紛

争
の
終
決
後
に
モ
ト
ロ
ー
ラ
社
を
提
訴
す
る
よ
り
も
、
直
ち
に
当
該
紛
争
を
終
結
す
る
こ
と
が
、「
適
切
な
事
業
上
の
理
由
を
有
し
、

計
画
認
可
へ
一
歩
進
め
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
れ
を
回
避
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
を
否
定

し
た
。

（
ｂ
）　

同
順
位
者
間
の
不
公
正
な
差
別

　

三
六
三
セ
ー
ル
が
同
順
位
の
権
利
者
間
で
不
公
正
な
差
別
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
、
隠
れ
た
再
建
計
画（

（7
（

へ
の
該
当
性
が
争
わ
れ
た

裁
判
例
と
し
て
、In re T

ransw
orld A

irlines, Inc.

事
件
決
定
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、
二
〇
〇
一
年（

（7
（

）
が
あ
る
。

同
判
決
の
事
案
は
、
第
一
一
章
手
続
係
属
中
のT

rans W
orld A

irlines 
（
Ｔ
Ｗ
Ａ
）
の
事
業
を
、
入
札
で
落
札
し
たA

m
erican 

A
irlines 

（
Ａ
Ａ
）
に
譲
渡
す
る
こ
と
の
許
可
申
立
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｗ
Ａ
が
従
業
員
や
旧
従
業
員
に
対
し
負
担
し
て
い
た
総
額
五
億
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ド
ル
超
の
債
務
を
Ａ
Ａ
が
承
継
す
る
こ
と
が
、
承
継
さ
れ
な
い
同
順
位
の
債
権
者
と
の
不
公
平
な
差
別
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
落
札

で
き
な
か
っ
た
他
の
入
札
者
が
異
議
を
述
べ
た
が
、
倒
産
裁
判
所
は
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
を
認
め
ず
事
業
譲
渡
を
許
可
し

た
。
本
決
定
は
理
由
と
し
て
、
①
譲
受
人
が
承
継
対
象
と
す
る
債
務
を
選
択
し
、
そ
れ
も
織
り
込
ん
だ
譲
渡
代
金
と
す
る
こ
と
は
事

業
譲
渡
に
内
在
す
る
扱
い
で
あ
り
、
譲
渡
対
価
の
分
配
ス
キ
ー
ム
の
潜
脱
に
該
当
し
な
い
こ
と
、
②
資
産
価
値
の
急
激
な
低
下
に
よ

り
自
主
再
建
は
困
難
で
あ
り
、
事
業
譲
渡
は
一
部
の
債
権
者
が
相
対
的
に
不
利
な
扱
い
を
受
け
る
と
し
て
も
、
財
団
の
最
善
の
利
益

に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
債
権
者
間
で
の
異
な
る
扱
い
は
、
例
え
ば
未
履
行
契
約
の
引
受
ま
た
は
履
行
拒
絶
の
選
択
（
連
邦
倒

産
法
三
六
五
条
（
ａ
））
の
よ
う
に
、
倒
産
手
続
の
他
の
場
面
で
も
生
じ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
挙
げ
て
い
る（

（7
（

。

（
ｃ
）　

そ
の
他
の
事
案

　

前
記
（
3
）（
ａ
）
❶
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
事
案
で
は
な
い
が
、In re Continental A

irlines

事

件
判
決
の
よ
う
に
、
許
可
申
立
に
係
る
取
引
に
よ
る
新
た
な
担
保
や
債
務
の
負
担
が
、
既
存
の
財
団
や
負
債
の
規
模
と
比
べ
て
過
大

と
な
る
事
案（

（7
（

や
、
再
建
計
画
に
お
け
るthird-party release

を
許
容
す
る
巡
回
区
に
お
け
る
前
記
（
3
）（
ａ
）
❸
の
事
案（

（7
（

な
ど

が
あ
る
。

3
　
信
認
義
務

（
1
）　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務

　

信
認
義
務
（fiduciary duty

）
は
、
受
認
者
（fiduciary

）
が
他
者
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ

り
生
じ
る
信
認
関
係（

（8
（

に
基
づ
き
、
受
認
者
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
で
あ
る
。
倒
産
手
続
に
お
け
る
管
財
人
（trustee

）
が
、
債
務
者
の

財
産
に
つ
き
受
認
者
と
し
て
信
認
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
現
行
連
邦
倒
産
法
以
前
か
ら
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り（

（8
（

、
第
一
一

章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
も
債
務
者
財
産
の
管
理
処
分
に
つ
い
て
信
認
義
務
を
負
う（

（8
（

。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
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の
職
務
は
法
人
の
役
員
や
オ
フ
ィ
サ
ー
が
行
う
こ
と
か
ら
（
連
邦
倒
産
規
則
九
〇
〇
一
条
（
5
））、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
者
が
Ｄ
Ｉ
Ｐ

と
し
て
の
信
認
義
務
を
遵
守
す
べ
き
地
位
に
あ
る（

（8
（

。

　

平
常
時
の
会
社
の
取
締
役
の
信
認
義
務
は
、
注
意
義
務
（duty of care

）
と
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
を
中
核
的
な
内
容
と

す
る
が（

（8
（

、
こ
れ
を
理
念
的
に
表
現
し
た
概
念
と
し
て
、
会
社
の
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
株
主
の
利
益
の
た
め
に
会
社
価
値
を
最
大
化

す
る
義
務
で
あ
る
、
株
主
利
益
最
大
化
原
則
（shareholder value m

axim
ization

）
が
あ
る（

（8
（

。
同
原
則
は
、
会
社
が
実
質
的
倒
産

状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
会
社
の
全
て
の
利
害
関
係
人
の
た
め
の
義
務
と
な
り（

（8
（

、
第
一
一
章
手
続
が
開
始
さ
れ
た
後
は
、
無
担
保
債

権
者
、
担
保
付
債
権
者
、
株
主
を
含
む
倒
産
手
続
の
利
害
関
係
人
全
体
の
た
め
の
財
団
価
値
最
大
化
原
則
に
変
容
す
る
と
解
さ
れ
て

い
る（

（8
（

。

（
2
）　

財
産
の
売
却
に
お
け
る
信
認
義
務

　

管
財
人
や
Ｄ
Ｉ
Ｐ
が
財
団
財
産
の
使
用
、
売
却
ま
た
は
賃
貸
を
行
う
に
際
し
、
倒
産
手
続
の
利
害
関
係
人
に
対
し
信
認
義
務
を

負
っ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
を
理
念
的
に
財
団
全
体
の
最
善
の
利
益
を
図
り
行
動
す
る
義
務（

（8
（

、
あ
る
い
は
財
団
価
値
最
大
化
義
務（

（8
（

と

表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
異
論
は
見
ら
れ
な
い
。

　

例
え
ば
、In re Schipper

事
件
決
定
（
イ
リ
ノ
イ
州
北
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、
一
九
九
〇
年（

（9
（

）
の
事
案
は
、
第
一
一
章
手
続
が

開
始
さ
れ
て
い
た
Ｄ
Ｉ
Ｐ
で
あ
る
自
然
人
が
、
財
団
に
属
す
る
不
動
産
を
自
身
の
両
親
に
売
却
す
る
こ
と
（
事
業
譲
渡
で
は
な
く
個

別
の
売
却
）
の
許
可
申
立
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
決
定
要
旨
は
、In re Lionel

事
件
判
決
が
示
し
た
正
当
な
事
業
上
の
理

由
の
要
件
や
、
通
知
と
審
問
の
手
続
的
要
件
の
充
足
を
認
定
し
た
上
で
、「
受
認
者
と
、
信
認
義
務
を
負
う
相
手
方
と
の
間
の
取
引

に
し
ば
し
ば
適
用
さ
れ
る
一
般
的
な
、
内
在
的
公
正
（inherent fairness
）
の
基
準
を
適
用
し
た
と
し
て
も
、
債
務
者
の
行
為
は
基

準
を
充
足
す
る
。
売
買
価
格
は
、
中
立
的
な
評
価
に
よ
る
取
引
当
時
の
公
正
な
市
場
価
値
と
同
等
で
あ
る
。
…
…
売
却
益
は
、
債
務

者
の
再
建
に
必
要
な
事
業
継
続
資
金
に
使
わ
れ
た
。
売
買
は
誠
実
に
行
わ
れ
、
対
等
な
交
渉
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
」
と
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し
た
上
で
、
売
買
価
格
は
公
正
で
債
権
者
の
最
善
の
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
信
認
義
務
違
反
を
認
定
せ
ず
、
申
立
に
係

る
売
却
を
許
可
し
た
。

（
3
）　

信
認
義
務
違
反
を
認
定
し
た
裁
判
例

　

計
画
外
事
業
譲
渡
に
お
け
る
信
認
義
務
に
言
及
す
る
判
例
・
裁
判
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
譲
受
人
が
債
務
者
の
取
締
役
、
オ
フ
ィ

サ
ー
な
ど
の
内
部
者
（insider

（
（9
（

）
で
あ
る
こ
と
等
の
外
形
的
事
実
に
よ
り
、
当
該
事
業
譲
渡
の
内
容
や
条
件
の
公
正
に
疑
義
が
あ
る

事
案
に
お
い
て
、
財
団
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
か
否
か
を
厳
格
に
審
査
す
る
必
要
性（

（9
（

と
し
て
信
認
義
務
を
援
用
す
る
。
平
常
時

の
会
社
で
あ
れ
ば
忠
実
義
務
違
反
の
事
案
に
相
当
す
る
と
見
ら
れ
る
。

　

信
認
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
た
具
体
例
と
し
て
は
、
債
務
者
が
、
事
業
譲
渡
の
入
札
に
お
い
て
特
定
の
者
に
の
み
非
公
式
に
接
触

し
て
よ
り
高
額
の
入
札
を
促
し
、
そ
の
者
が
落
札
し
て
い
た
事
案（

（9
（

や
、
事
業
譲
受
人
が
、
債
務
者
が
第
一
一
章
手
続
を
申
し
立
て
る

前
か
ら
譲
渡
対
象
事
業
の
経
営
に
関
与
し
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
利
益
相
反
状
態
に
あ
り
、
債
務
者
に
お
い
て
落
札
者
を
選
定
す

る
際
に
自
ら
を
選
定
さ
せ
た
事
案（

（9
（

が
あ
る
。

　

な
お
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
件
に
つ
い
て
前
記
1
（
2
）（
ｂ
）
❶
か
ら
❹
の
四
要
件
を
採
る
見
解
の
う
ち
、
譲
受
人
が

誠
実
で
は
な
い
こ
と
（
❹
）
を
認
定
し
た
例
と
し
て
、
譲
受
人
が
、
債
務
者
の
副
社
長
や
そ
の
家
族
に
、
事
業
譲
渡
後
も
高
額
の
給

与
に
よ
る
雇
用
を
約
束
す
る
な
ど
「
馴
れ
合
い
的
契
約
」（sw

eetheart contract

）
を
行
っ
て
い
た
事
案（

（9
（

や
、
債
務
者
に
お
い
て
事

業
譲
受
人
の
募
集
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
譲
受
人
の
申
し
出
た
価
格
も
譲
渡
対
象
事
業
の
市
場
価
値
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
た
事
案（

（9
（

が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
は
、
譲
渡
人
で
あ
る
債
務
者
が
誠
実
性
を
欠
く
こ
と
も
認
定
で
き
よ
う
。
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4
　
前
記
三
理
論
の
関
係

（
1
）　

問
題
の
所
在

　

以
上
の
と
お
り
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
件
に
関
す
る
判
例
理
論
と
し
て
、
①
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
、
②
隠
れ
た

再
建
計
画
の
法
理
、
③
信
認
義
務
の
三
つ
が
存
在
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
相
互
関
係
は
、
判
例
や
裁
判
例
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①

正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
の
考
慮
要
素
は
判
例
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
例
示
に
す
ぎ
ず
限
定
的
で
は
な
い
こ
と
、
②
隠
れ
た

再
建
計
画
の
法
理
の
外
延
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
、
③
信
認
義
務
も
財
団
価
値
最
大
化
原
則
と
い
う
一
般
的
理
念
を
掲
げ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
同
じ
事
実
関
係
が
複
数
の
基
準
や
法
理
の
評
価
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（9
（

。

　

一
つ
の
整
理
と
し
て
、
③
財
団
価
値
最
大
化
原
則
が
言
わ
ば
一
般
条
項
で
あ
り
、
①
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
や
②
隠
れ
た

再
建
計
画
の
法
理
を
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
と
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前
記In re Schipper

事
件
の
控
訴
審
判

決
（
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
一
九
九
一
年（

（9
（

）
や
、In re Continental A

irlines

事
件
判
決
の
判
旨
に
は
、
①
が
③
を
充
足

す
る
た
め
の
基
準
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
部
分
が
あ
る（

（9
（

。
こ
の
立
場
を
採
っ
た
場
合
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
が
認
定
さ
れ
、
あ
る
い

は
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
が
否
定
さ
れ
て
も
、
信
認
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
る
事
案
が
生
じ
得
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い（

（10
（

。

（
2
）　

正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
と
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
の
関
係

　

例
え
ば
、In re Continental A

irlines

事
件
判
決
の
判
旨
は
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
を
認
定
す
る
一
方
で
、
隠
れ
た
再
建
計

画
に
該
当
す
る
可
能
性
を
肯
定
し
て
お
り
、
両
者
は
独
立
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、In re 

Iridium

事
件
判
決
（
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
、
二
〇
〇
七
年
）
の
判
旨（

（10
（

は
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
隠
れ
た
再
建
計
画
へ
の
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
た
部
分
が
あ
る
。
後
記
四
3
の
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
事
件
判
決
の

原
審
で
あ
る
連
邦
倒
産
裁
判
所
判
決
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
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を
一
般
論
と
し
て
認
め
る
が
、In re Iridium

事
件
判
決
の
右
判
旨
を
引
用
の
上
、「
当
該
取
引
が
、
計
画
認
可
へ
と
導
く
可
能
性

を
有
し
、
か
つ
計
画
認
可
手
続
の
回
避
を
目
的
と
し
な
い
『
正
当
な
事
業
上
の
理
由
』
を
有
す
る
場
合
に
は
、
許
可
さ
れ
て
よ
い
。」

と
判
示
し
て
い
る（

（10
（

。

（
3
）�　

考
慮
要
素
の
横
断
的
整
理
：In re Gulf Coast O

il Corp.

事
件
決
定
（
テ
キ
サ
ス
州
南
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、
二
〇

〇
九
年（

（10
（

）

　

本
決
定
は
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
許
可
要
件
に
関
す
る
三
つ
の
判
例
理
論
に
つ
い
て
、
関
連
判
例
や
学
説
も
参
照
の
上
、
裁
判
所

が
考
慮
す
べ
き
要
素
を
一
括
し
て
横
断
的
に
整
理
し
た
裁
判
例
で
あ
る
。
論
者
の
中
に
は
、
本
決
定
は
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基

準
を
採
用
し
て
い
る
が
、
計
画
外
事
業
譲
渡
に
つ
き
比
較
的
厳
格
な
審
査
を
企
図
し
て
い
る
と
評
す
る
者
も
あ
る（

（10
（

。

【
事
案
】

　

本
件
の
債
務
者
で
あ
るGulf Coast O

il Corporation, Century Resources, Inc.

お
よ
びN

ew
 Century Energy Corp.

は
、
テ
キ
サ
ス
州
の
メ
キ
シ
コ
湾
岸
で
原
油
や
ガ
ス
の
採
掘
・
生
産
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
七
月
に
第
一
一
章
手

続
の
申
立
を
し
、
同
年
一
一
月
に
再
建
計
画
案
と
開
示
説
明
書
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
同
年
一
二
月
中
旬
に
、
石
油
や
ガ
ス
の
価

格
下
落
に
よ
り
、
担
保
付
債
権
額
が
資
産
総
額
を
超
過
し
た
た
め
、
将
来
の
収
入
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
計
画
の
履
行
可
能
性
を

支
え
る
に
は
足
り
な
い
と
し
て
、
本
件
債
務
者
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
取
引
が
あ
り
、
債
務
者
の
総
財
産
に
リ
ー
エ
ン
を
設
定
し
て

い
たLaurus M

aster Fund

（
以
下
「
本
件
担
保
権
者
」
と
い
う
）
と
交
渉
の
上
、
既
提
出
の
再
建
計
画
を
放
棄
し
、
三
六
三
セ
ー

ル
に
よ
り
全
事
業
の
譲
渡
を
行
う
方
針
に
変
更
し
た
。
本
件
債
務
者
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
翌
年
一
月

に
入
札
を
実
施
し
た
が
、
債
務
者
と
本
件
担
保
権
者
の
見
込
み
通
り
、
本
件
担
保
権
者
の
み
が
入
札
し
落
札
し
た
。
本
件
債
務
者
は
、

本
件
担
保
権
者
へ
の
事
業
譲
渡
の
許
可
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。
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【
決
定
要
旨
】

　

決
定
要
旨
は
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
の
基
準
、
隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
お
よ
び
信
認
義
務
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
裁
判

所
が
考
慮
す
べ
き
要
素
を
要
旨
以
下
の
と
お
り
列
挙
し
た（

（10
（

。

①　

迅
速
の
要
請
は
証
拠
に
基
づ
い
て
い
る
か
？

　

急
速
に
価
値
が
低
減
す
る
財
産
が
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
市
場
ま
た
は
事
業
上
の
逆
境
を
避
け
る
必
要
性
も
含
ま
れ
る（

（10
（

。
全
て
の

売
却
が
緊
急
性
を
要
す
る
訳
で
は
な
く
、
提
出
さ
れ
る
証
拠
の
信
用
性
に
は
注
意
を
要
す
る
。

②　

事
業
上
の
理
由
は
何
か
？

　

会
社
法
の
経
営
判
断
原
則
や
、
裁
判
所
の
管
財
人
に
対
す
る
監
督
以
上
の
も
の
が
求
め
ら
れ
る
。
財
団
の
（
実
質
的
に
）
全
て
の

財
産
の
売
却
、
財
団
で
最
も
価
値
の
あ
る
財
産
の
売
却
、
ま
た
は
、
再
建
計
画
の
枠
組
み
や
結
論
を
実
質
的
に
事
前
に
決
す
る
よ
う

な
売
却
の
申
立
に
つ
い
て
は
、
売
却
お
よ
び
売
却
手
続
、
並
び
に
計
画
認
可
の
要
件
や
手
続
を
充
足
せ
ず
に
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

事
業
上
の
正
当
性
が
あ
る
こ
と
。

③　

事
案
が
適
正
手
続
を
確
保
で
き
る
程
度
に
十
分
成
熟
し
て
い
る
か
？

　

手
続
開
始
直
後
に
売
却
が
行
わ
れ
る
と
、
全
て
の
利
害
関
係
人
が
十
分
な
通
知
や
情
報
を
得
て
手
続
に
参
加
す
る
機
会
が
実
質
的

に
奪
わ
れ
る
。
無
担
保
債
権
者
委
員
会
や
担
保
付
債
権
者
委
員
会
を
組
織
し
、
法
律
顧
問
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
顧
問
を
選
任
す
る
に
は

時
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
利
益
を
受
け
る
少
数
の
当
事
者
の
み
が
実
情
を
知
る
状
況
で
の
拙
速
な
売
却
許
可
申
立
は
、
内

在
的
に
疑
念
が
あ
る
。

④　

譲
渡
契
約
が
、
競
争
性
あ
る
入
札
を
可
能
に
す
る
も
の
か
、
ま
た
は
相
対
取
引
で
の
買
受
人
は
唯
一
の
可
能
性
あ
る
者
か
？

　

正
当
な
理
由
で
買
受
人
候
補
者
が
一
人
の
み
と
い
う
場
合
は
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
競
争
的
な
市
場
が
最
高
価
値
に
よ
る
売
却

を
可
能
に
す
る
た
め
、
譲
渡
契
約
は
競
争
入
札
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
条
項
と
す
べ
き
で
あ
る
。
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⑤　

対
象
財
産
に
つ
い
て
積
極
的
な
販
売
促
進
活
動
が
行
わ
れ
た
か
？

⑥　

譲
渡
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
受
認
者
が
利
害
関
係
を
有
し
て
い
な
い
か
？

　

Ｄ
Ｉ
Ｐ
は
、
財
産
の
売
却
や
そ
の
許
可
申
立
に
つ
い
て
信
認
義
務
を
負
う
。
Ｄ
Ｉ
Ｐ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
受
認
者
が
事
業
譲
渡

に
よ
っ
て
利
益
を
得
ま
た
は
得
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
経
営
判
断
を
尊
重
す
べ
き
か
否
か
を
慎
重
に
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦　

譲
渡
対
象
は
債
務
者
の
全
財
産
か
、
ま
た
は
最
も
価
値
の
あ
る
資
産
（crow

n jew
el

）
を
含
む
か
？

　

三
六
三
セ
ー
ル
の
許
可
は
、
譲
渡
対
象
財
産
の
割
合
（
価
値
）
が
大
き
い
ほ
ど
慎
重
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

⑧　

譲
受
人
は
ど
の
よ
う
な
保
護
を
欲
し
て
い
る
か
？

　

倒
産
法
上
、
譲
受
人
に
対
す
る
保
護
は
再
建
計
画
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
か
ら
、
計
画
外
事
業
譲
渡
の
譲
受
人
が
広
範

囲
の
保
護
を
求
め
る
ほ
ど
、
許
可
の
可
能
性
は
低
く
な
る
。

⑨　

再
建
計
画
内
で
事
業
譲
渡
を
行
う
場
合
、
ど
れ
だ
け
負
担
に
な
る
か
？

　

財
団
の
主
要
な
財
産
に
つ
い
て
三
六
三
セ
ー
ル
を
申
し
立
て
る
者
は
、
計
画
内
で
の
譲
渡
に
比
べ
て
迅
速
で
費
用
低
廉
な
こ
と
を

証
拠
と
と
も
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

⑩　

事
業
譲
渡
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
者
は
誰
か
？

　

仮
に
、
取
引
が
一
部
の
者
に
の
み
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
申
立
人
は
、
な
ぜ
、
通
常
の
取
引
で
は
得
ら
れ
な
い
特
別

の
権
限
や
救
済
を
与
え
て
よ
い
の
か
を
立
証
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
売
却
に
よ
っ
て
倒
産
手
続
の
費
用
の
全
部
を
支
弁
で
き
な
い

場
合
、
譲
受
人
が
特
別
の
利
益
を
得
る
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

⑪　

適
切
な
保
護
の
手
段
が
必
要
か
つ
可
能
か
？

　

倒
産
裁
判
所
は
、
再
建
計
画
認
可
手
続
で
与
え
ら
れ
る
保
護
を
参
考
に
、
適
切
な
保
護
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
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⑫　

審
問
に
お
い
て
当
事
者
対
抗
主
義
的
な
主
張
が
行
わ
れ
、
倒
産
手
続
の
尊
厳
は
護
ら
れ
た
か
？

　

例
え
ば
、
許
可
申
立
が
過
度
に
早
期
に
行
わ
れ
た
場
合
、
利
害
関
係
者
へ
の
影
響
の
検
討
が
不
十
分
な
場
合
、
情
報
が
許
可
決
定

の
重
要
性
に
比
べ
不
十
分
な
場
合
、
司
法
へ
の
尊
厳
に
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
な
ど
に
お
い
て
は
、
許
可
決
定
を
正
当
化
す
る
に

は
不
十
分
と
認
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

⑬　

前
記
以
外
に
、
状
況
を
変
化
さ
せ
、
ま
た
は
重
要
な
評
価
要
素
と
な
る
事
件
特
有
の
個
別
的
な
事
情

　

判
旨
は
こ
れ
ら
の
考
慮
要
素
を
検
討
し
て
以
下
の
通
り
認
定
し
、
事
業
譲
渡
申
立
を
許
可
し
な
か
っ
た（

（10
（

。

　
「
計
画
認
可
を
迅
速
に
行
う
こ
と
で
同
様
の
結
果
を
達
成
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が

決
め
手
で
は
な
い
。
申
立
人
は
、
計
画
認
可
に
先
立
っ
て
売
却
す
る
必
要
性
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
判
例
は
計
画
認
可

前
の
売
却
に
支
障
が
な
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
事
業
上
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

本
件
に
お
い
て
、
申
立
に
係
る
取
引
は
、
基
本
的
に
担
保
権
の
実
行
（
受
戻
権
喪
失
）
の
性
質
を
有
す
る
が
、（
担
保
権
者
が
選
ん

だ
）
未
履
行
契
約
の
承
継
、
連
邦
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
承
継
責
任
の
除
去
や
、
継
続
企
業
の
維
持
が
付
随
し
て
い
る
。
連
邦
議
会

は
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
再
建
計
画
に
つ
い
て
の
交
渉
、
投
票
、
お
よ
び
計
画
許
可
要
件
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

…
…
本
件
に
お
い
て
は
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
認
可
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
…
…
。

・�

支
払
が
予
定
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
手
続
費
用
債
権
は
、
譲
受
人
が
事
前
に
支
払
に
同
意
し
、
ま
た
は
後
に
支
払
う
こ
と
を
決

め
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
一
一
二
九
条
（
ａ
）（
9
）
所
定
の
要
件
で
あ
る
、
手
続
費
用
債
権
全
額
が
支
払
予
定
で

あ
る
こ
と
を
認
定
で
き
な
い
。

・�

無
担
保
債
権
の
一
部
の
み
が
支
払
予
定
で
あ
る
こ
と
は
平
等
原
則
に
違
反
し
、
一
一
二
二
条
（
ａ
）
と
一
一
二
九
条
（
ａ
）

（
9
）
の
要
件
充
足
を
認
定
で
き
な
い
。
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・�

ど
の
従
業
員
が
雇
用
継
続
さ
れ
る
か
を
裁
判
所
は
認
識
し
て
い
な
い
た
め
、
一
一
二
九
条
（
ａ
）（
5
）
に
よ
り
必
要
な
認

定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
点
は
、
債
務
者
を
実
質
的
に
支
配
す
る
主
体
が
、
本
件
担
保
権
者
と

事
業
譲
渡
契
約
に
関
す
る
交
渉
を
行
う
に
際
し
て
、
利
益
相
反
が
な
か
っ
た
こ
と
を
認
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
、
本
件
担
保
権
者
の
被
担
保
債
権
が
担
保
価
値
を
超
え
て
お
り
、
価
格
は
問
題
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
の
が
合
理
的
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
販
売
促
進
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
公
正
な
価
格
を
保
障
す
る
の
に
必
要
な
、
実
際
に
機
能
し
て
い
る
市
場
が
存

在
し
な
い
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

申
立
に
係
る
事
業
譲
渡
は
、
最
も
収
益
性
の
高
い
資
産
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
価
値
あ
る
全
て
の
財
産
を
含
ん
で
い
る
。
仮
に

裁
判
所
が
事
業
譲
渡
を
許
可
す
れ
ば
、
事
件
は
第
七
章
手
続
に
移
行
す
る
だ
ろ
う
。
本
件
の
取
引
の
効
果
は
、
債
務
者
の
資
産
を
本

件
担
保
権
者
に
移
転
し
た
上
で
、
担
保
権
実
行
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
利
益
を
も
取
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
五
巡
回
区
の
法
と
前
述
し
た
要
素
を
検
討
し
た
結
果
、
当
裁
判
所
は
、
事
業
譲
渡
は
許
可
さ
れ
る
べ
き
な
い
と
結
論
づ
け
る
。」

（
1
）　

事
業
譲
渡
契
約
の
呼
称
は
、
“asset purchase agreem

ent

”や
“asset sale agreem

ent

”が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

る
（
株
式
譲
渡
契
約
（stock purchase agreem

ent; stock sale agreem
ent

）
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る
）。
譲
渡
対
象
が
継
続
企

業
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
語
と
し
てgoing-concern sale
（
こ
れ
に
対
し
、
継
続
企
業
で
な
い
場
合
はnon-going concern 

sale

）
が
あ
る
が
、
契
約
の
名
称
に
付
記
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
三
六
三
セ
ー
ル
で
用
い
ら
れ
る
事
業
譲
渡
契
約
書
の
モ
デ
ル
と
そ
の

解
説
を
収
録
し
た
文
献
と
し
て
、A

m
erican Bar A

ssociation, Business Bankruptcy Com
m

ittee, M
odel A

sset Purchase 
A

greem
ent for Bankruptcy Sales （2016

）.

（
2
）　M

ark J. Roe, T
hree A

ges of Bankruptcy, 7 H
arv. Bus. L. Rev. 187 

（2017

） 207, Fig. 1 

（2017

）. 

元
の
デ
ー
タ
は

U
CLA

-LoPucki Bankruptcy Research D
atabase 

［http://lopucki.law
.ucla.edultrendtracking.htm

］
に
よ
る
（
本
稿
で
引
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用
す
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、
す
べ
て
二
〇
一
九
年
三
月
一
日
閲
覧
）。

（
3
）　

代
表
的
論
稿
と
し
て
、D

ouglas G. Baird &
 Robert K

. Rasm
ussen, T

he End of Bankruptcy, 55 Stan. L. Rev. 751, 
785 

（2002

）（
邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
倉
部
真
由
美
・
民
訴
五
一
号
二
〇
六
頁
（
二
〇
〇
五
年
））。See also, D

ouglas G. Baird 
&

 Robert K
. Rasm

ussen, Chapter 11 at T
w

ilight, 56 Stan. L. Rev. 673 

（2003

）; Elizabeth W
arren &

 Jay L. 
W

estbrook, Secured Party in Possession, A
m

. Bankr. Inst. J., Septem
ber 2003, at 12; D

avid A
. Skeel, Jr., Creditors

’

Ball: T
he 

“New

” New
 Corporate Governance in Chapter 11, 152 U

. Pa. L. Rev. 917, 921-922 

（2003

）; Jam
es J. W

hite, 
D

eath and Resurrection of Secured Credit, 12 A
m

. Bankr. Inst. L. Rev. 139, 163 （2004

）; D
ouglas G. Baird, T

he N
ew

 
Face of Chapter 11, 12 A

m
. Bankr. Inst. L. Rev. 69, 73 

（2004

）; George W
. K

uney, Let

’s M
ake It O

ffi
cial: A

dding an 
Explicit Preplan Sale Process A

s an A
lternative Exit from

 Bankruptcy, 40 H
ous. L. Rev. 1265, 1270 （2004

）.

（
4
）　Lynn M

. LoPucki &
 Joseph W

. D
oherty, Bankruptcy Fire Sales, 106 M

ich. L. Rev. 1 

（2007

）
は
、
二
〇
〇
〇
年
か

ら
二
〇
〇
四
年
の
間
の
、
大
規
模
公
開
会
社
の
第
一
一
章
手
続
に
つ
い
て
統
計
的
に
調
査
し
た
結
果
、
自
主
再
建
に
お
け
る
債
権
者
の
回

収
率
が
、
事
業
譲
渡
に
よ
る
再
建
よ
り
も
高
い
こ
と
や
、
事
業
譲
渡
の
件
数
や
率
が
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
四
年
に
低
下
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
景
況
を
見
る
と
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
は
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
崩
壊
や
九
・
一
一
テ
ロ
事
件
に
よ
り

低
迷
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
後
半
か
ら
は
回
復
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
5
）　

一
九
八
〇
年
代
に
は
大
規
模
な
事
業
会
社
の
三
分
の
一
近
く
が
株
式
公
開
買
付
け
（takeover bid

）
の
標
的
と
な
り
、
一
九
九
〇

年
代
に
は
、
投
資
銀
行
や
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
の
充
実
に
よ
っ
て
、
Ｍ
＆
Ａ
市
場
は
更
に
発
展
し
た
。
ま
た
、
債
権
売
買
市
場
の
発
達

に
よ
り
、
債
務
者
が
破
綻
懸
念
あ
る
い
は
倒
産
手
続
中
の
債
権
で
あ
っ
て
も
売
買
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
債
権
の
長
期

保
有
を
前
提
と
す
る
自
主
再
建
は
好
ま
れ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
（Roe, supra note 2, at 205-210

）。

（
6
）　T

he Bankruptcy A
ct of 1867, 14 Stat. 517.

（
7
）　Id. Sec. 28.

（
8
）　Id. Sec. 25.

（
9
）　T

he Bankruptcy A
ct of 1898, 30 Stat. 544.

（
10
）　General O

rders and Form
s in Bankruptcy （By order dated N

ovem
ber 28, 1898

）, Rule X
V

III, 3.



31

アメリカ合衆国連邦倒産法における計画外事業譲渡（363 sale）の許可要件について（一）

（
11
）　11 U

.S.C. 116

（3

）, 313

（2

）, 516

（3

） （1952

）.
（
12
）　In re Solar M

fg. Corp., 176 F.2d 493, 494 （3d Cir. 1949

）.
（
13
）　See also, In re Pure Penn Petroleum

 Co., 188 F.2d 851, 854 （2d Cir. 1951

）.

（
14
）　In re D

ania Corp., 400 F.2d 833, 837 （5th Cir. 1968

）.

（
15
）　See also, In re Equity Funding Corporation of A

m
erica, 492 F.2d 793, 794 （9th Cir. 1974

）.

（
16
）　In re V

. Loew
er

’s Gam
brinus Brew

ery Co., 141 F.2d 747, 748 （2d Cir. 1944

）.

（
17
）　Patent Cereals v. Flynn, 149 F.2d 711, 713 （2d Cir. 1945

）.

（
18
）　

現
行
連
邦
倒
産
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
、In R

e W
hite M

otor Credit Corp., 14 B.R. 584, 588-589 

（Bankr. N
.D

. O
hio 1981

）.

（
19
）　Report of the Com

m
ission on the Bankruptcy Law

s of the U
nited States, H

.R. D
oc. N

o. 93-137, 93rd Cong., 1st 
Sess., pt. 3 at 239 （1973

）.

（
20
）　H

earings on H
.R. 31 &

 H
.R. 32, Before the Subcom

m
. on Civil and Constitutional Rights of the H

ouse Com
m

. 
on the Judiciary, 94th Cong., 1st &

 2nd Sess., ser. 27, pt. 4 at 2123 （1975-1976

）.

（
21
）　

法
案
説
明
資
料
で
は
、
再
建
の
実
現
に
は
事
業
を
中
断
せ
ず
に
継
続
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
事
業
の
通
常
の
過
程
の
範

囲
内
の
取
引
に
つ
き
裁
判
所
の
許
可
を
不
要
と
し
た
こ
と
で
、
許
可
申
立
か
ら
許
可
決
定
ま
で
の
間
の
事
業
の
停
滞
を
防
止
す
る
趣
旨
が

述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
全
財
産
の
売
却
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
趣
旨
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
（H

.R. 95-595, 
95th Cong., 1st Sess. （1977

） 345; Sen. Rep. 95-989, 95th Cong., 2nd Sess. （1978

） 55

）。

（
22
）　

三
六
三
セ
ー
ル
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
高
木
新
二
郎
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
』
一
〇
六
頁
（
商
事
法
務
、
一
九
九
六
年
）、

河
崎
祐
子
「
民
事
再
生
手
続
に
お
け
る
計
画
に
よ
ら
な
い
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
―
構
造
分
析
の
観
点
か
ら
の
一
考
察
―
」
法
学
七
三
巻
三

号
一
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
井
出
ゆ
り
「
米
国
Ｇ
Ｍ
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
等
の
チ
ャ
プ
タ
ー
11
手
続
に
み
る
「
三
六
三
条
セ
ー
ル
」
に
関
す

る
論
点
と
日
本
の
倒
産
手
続
上
の
計
画
前
事
業
譲
渡
」
債
管
一
二
七
号
五
一
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
野
村
證
券
株
式
会
社
「
各
国
の
事
業

再
生
関
連
手
続
に
つ
い
て
―
米
英
仏
独
の
比
較
分
析
―
」
九
頁
（
二
〇
一
一
年
）［http://w

arp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/
pid/9919854/w

w
w

.m
eti.go.jp/m

eti_lib/report/2011fy/E001739.pdf

］、
阿
部
信
一
郎
＝
粕
谷
宇
史
『
わ
か
り
や
す
い
ア
メ
リ
カ
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連
邦
倒
産
法
』
九
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）、
藤
本
利
一
「
計
画
外
事
業
譲
渡
は
「
濫
用
」
か
？
」
銀
法
七
七
一
号
三
五
頁

（
二
〇
一
四
年
）、
福
岡
真
之
介
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
倒
産
法
概
説
』
七
七
頁
、
四
三
二
頁
（
商
事
法
務
、
第
二
版
、
二
〇
一
七
年
）、
山
本

研
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
早
期
事
業
再
生
の
手
法
」
上
野
𣳾
男
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
現
代
民
事
手
続
の
法
理
』
六
五
八
頁
（
弘
文
堂
、

二
〇
一
七
年
）。

（
23
）　

本
文
中
に
記
述
し
た
以
外
の
手
法
と
し
て
、
手
続
を
廃
止
し
つ
つ
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
手
続
開
始
前
の
状
態
へ
の
回
復
と

は
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
条
件
付
廃
止
（structured dism

issal

）
が
あ
る
が
（
連
邦
倒
産
法
三
四
九
条
（
ｂ
））、
最
近
の
連
邦
最
高

裁
判
所
判
決
は
、
倒
産
法
所
定
の
優
先
順
位
を
逸
脱
す
る
分
配
を
実
現
す
る
条
件
付
廃
止
は
許
さ
れ
な
い
旨
の
判
断
を
示
し
た

（Czyzew
ski v. Jevic H

olding Corp., 137 S.Ct. 973 

（2017

）。
同
判
決
の
邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
板
持
研
吾
＝
行
岡
睦
彦

「
倒
産
手
続
に
お
け
る
優
先
順
位
か
ら
の
逸
脱
に
関
す
る
一
考
察
―Czyzew

ski v. Jevic H
olding Corp.

判
決
を
題
材
に
し
て
―
」
神

戸
六
八
巻
一
号
一
九
三
頁
（
二
〇
一
八
年
））。

（
24
）　E

.g., In re Lloyd, 37 F.3d 271, 273 （7th Cir. 1994

）; V
ista D

el M
ar A

ssocs., Inc. v. W
est Coast Land Fund （In re 

V
ista D

el M
ar A

ssocs., Inc.
）, 33 C.B.C. 2d 1315, 181 B.R. 422 

（B.A
.P. 9th Cir. 1995

）; Licensing by Paolo v. Sinatra 

（In re Gucci

）, 105 F.3d 837 

（2d Cir. 1997

）. 

こ
れ
ら
に
対
し
、
執
行
停
止
が
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
上
訴
審
裁
判
所
が
売
買
の

効
力
に
影
響
し
な
い
効
果
的
な
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
、
争
訟
性
消
滅
の
要
件
と
す
る
判
例
も
あ
る
（K

rebs 
Chrysler–Plym

outh, Inc. v. V
alley M

otors, Inc., 141 F.3d 490, 499 （3d Cir. 1998

）; Parker v. Goodm
an （In re Parker

）, 
499 F.3d 616, 621 （6th Cir. 2007

）.

（
25
）　In re Ew

ell, 958 F.2d 276, 279 

（9th Cir. 1992
）; In re V

etter Corp., 724 F.2d 52, 56 

（7th Cir. 1983

）; In re M
ark 

Bell Furniture W
arehouse, Inc., 992 F.2d 7, 8 

（1st Cir. 1993

）; T
om

pkins v. Frey 

（In re Bel A
ir A

ssocs., Ltd.

）, 706 
F.2d 301, 304-305 （10th Cir. 1983

）; In re A
bbotts D

airies of Pennsylvania, Inc., 788 F.2d 143, 147 （3d Cir. 1986

）.

（
26
）　In re Rock Industries M

achinery Corp., 572 F.2d 1195, 1199 

（7th Cir. 1978

）. 

な
お
、
誠
実
性
の
立
証
責
任
は
、
事
業

譲
渡
を
有
効
と
主
張
す
る
側
（
上
訴
の
相
手
方
）
が
負
う
と
解
さ
れ
て
い
る
（T

.C. Investors v. Joseph （In re M
 Capital Corp.

）. 
290 B.R. 743, 750 （B.A

.P. 9th Cir. 2003

）。

（
27
）　

執
行
停
止
の
発
令
に
は
、
通
常
、
申
立
人
に
よ
る
担
保
の
提
供
が
求
め
ら
れ
、
事
業
譲
渡
の
事
案
で
は
対
象
財
産
の
価
値
に
比
例
し
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高
額
に
な
り
や
す
い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
る
（
筆
者
が
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
部
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
、

お
よ
び
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
地
区
連
邦
倒
産
裁
判
所
に
お
い
て
、
倒
産
裁
判
官
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
。）。

（
28
）　

三
六
三
セ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
再
建
計
画
に
お
け
る
開
示
説
明
書
と
同
等
の
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
し
た
裁
判
例
が

あ
る
（In re T

em
pnology LLC, 542 B.R. 50, 65 （Bankr. D

.N
.H

. 2015

））。

（
29
）　

杉
本
純
子
「
債
権
者
機
関
（
債
権
者
集
会
・
債
権
者
委
員
会
）
―
日
米
の
比
較
に
み
る
債
権
者
機
関
の
役
割
と
位
置
づ
け
」
佐
藤
鉄

男
＝
中
西
正
編
『
倒
産
処
理
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
役
割
―
担
い
手
の
理
論
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
試
み
』
二
五
九
頁
（
民
事
法
研
究
会
、
二

〇
一
七
年
）。

（
30
）　

杉
本
・
前
掲
注
（
29
）
二
六
九
頁
。

（
31
）　U

nited States Bankruptcy Court for the Southern D
istrict of N

ew
 Y

ork, A
m

ended Guidelines For T
he 

Conduct O
f A

sset Sales 
（2013

） （hereinafter 

“NY
SB GL

”） ［http://w
w

w
.nysb.uscourts.gov/sites/default/files/pdf/

Guidelines_for_A
sset_Sales.pdf

］

（
32
）　

ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
・
ビ
ッ
ド
の
詳
細
に
つ
い
て
、
棚
橋
洋
平
「
再
建
型
倒
産
処
理
手
続
に
お
け
る
ス
ポ
ン
サ
ー
保
護
条
項
の

処
遇
（
1
）
～
（
4
）
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
ホ
ー
ス
保
護
条
項
か
ら
の
示
唆
―
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一

四
九
号
一
七
九
頁
、
一
五
〇
号
二
九
三
頁
、
一
五
一
号
二
八
三
頁
（
以
上
二
〇
一
四
年
）、
一
五
三
号
一
九
五
頁
（
二
〇
一
五
年
）。

（
33
）　

落
札
者
の
買
受
価
格
の
二
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
標
準
と
さ
れ
る
。
ブ
レ
イ
ク
ア
ッ
プ
・
フ
ィ
ー
の
手
続
費
用
（
共
益
費
用
）
債
権

（adm
inistrative claim

）
該
当
性
が
争
わ
れ
た
場
合
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
判
例
は
①
経
営
判
断
原
則
説
、
②
財
団
価
値
最
大
化
基

準
説
、
③
手
続
費
用
債
権
該
当
性
説
に
分
か
れ
、
帰
一
し
て
い
な
い
。
以
上
に
つ
き
、
棚
橋
・
前
掲
注
（
32
）（
3
）
二
八
四
頁
。

（
34
）　

野
村
證
券
・
前
掲
注
（
22
）
二
七
頁
、
棚
橋
・
前
掲
注
（
32
）（
1
）
一
九
一
頁
。

（
35
）　

筆
者
が
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
、
お
よ
び
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
ウ
ィ
ル
ミ
ン
ト
ン
に
お
い
て
、
第
一

一
章
手
続
を
数
多
く
扱
う
複
数
の
弁
護
士
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
。

（
36
）　See N

Y
SB GL, supra note 31 at 16.

（
37
）　
「
適
切
な
保
護
」
は
、
一
括
ま
た
は
分
割
に
よ
る
現
金
の
支
払
い
、
追
加
ま
た
は
代
替
担
保
の
提
供
、
権
利
者
が
有
す
る
権
利
と
同

等
な
他
の
措
置
を
指
す
（
連
邦
倒
産
法
三
六
一
条
）。
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（
38
）　In re W

hite M
otor Credit Corp., 75 B.R. 944, 948 

（Bankr. N
. D

. 1987

）; In re N
ew

 England Fish Co., 19 B.R. 323, 
32 9 （Bankr. W

. D
. W

ash. 1982

）; In re Fairchild A
ircraft Corp., 184 B.R. 910 （Bankr. W

.D
. T

ex. 1995

）.
（
39
）　E

.g., In re W
BQ

 P

’ship, 189 B.R. 97, 105, 

（Bankr. E.D
. V

a. 1995

）; In re P.K
.R. Convalescent Ctrs., Inc., 189 B.R. 

90 
（Bankr. E.D

. V
a. 1995

）（
当
該
資
産
に
対
す
る
州
税
）; In re T

rans W
orld A

irlines, Inc., 322 F.3d 283, 289 

（3d Cir. 
2003

）（
雇
用
差
別
の
和
解
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
旅
行
ク
ー
ポ
ン
）.

（
40
）　In re W

PRV
-T

V
 Inc., 143 B.R. 315, 319-21 

（D
.P.R. 1991

）; In re Boston Generating LLC, 440 B.R. 302, 332-33

（Bankr. S.D
.N

.Y
. 2010

）.

（
41
）　Clear Channel O

utdoor, Inc. v. K
nupfer （In re PW

, LLC

）, 391 B.R. 25 （B.A
.P. 9th Cir. 2008

）; Criim
i M

ae Servs. 
Ltd. P

’ship v. W
D

H
 H

ow
ell LLC （In re W

D
H

 H
ow

ell LLC

）, 298 B.R. 527, 534 （D
.N

.J. 2003

）.

（
42
）　Jonathan M

. Landers, Reflections on Loan-to-O
w

n T
rends, A

m
. Bankr. Inst. J., O

ct. 2007, at 44-46; Charles J. 
T

abb, T
he Bankruptcy Clause, the Fifth A

m
endm

ent, and the Lim
ited Rights of Secured Creditors in Bankruptcy, 

2015 U
. Ill. L. Rev. 765, 769-70 （2015

）.

（
43
）　Com

m
ittee of Equity Security H

olders v. Lionel Corp. （In re Lionel Corp.

）, 722 F.2d 1063 （2nd Cir. 1983

）.

（
44
）　In re Lionel, 722 F.2d at 1069-71.

（
45
）　

連
邦
倒
産
法
施
行
直
後
に
は
、
財
産
価
値
の
急
速
な
低
下
に
よ
る
緊
急
の
必
要
性
を
要
件
と
し
た
裁
判
例
も
あ
っ
た
（In re 

W
hite M

otor Credit Corp., 14 B.R. 584 （Bankr. N
.D

. O
hio 1981

））。

（
46
）　E

.g., Stephens Industries, Inc. v. M
cClung, 789 F.2d 386 （6th Cir.1986

）（Lionel

事
件
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
若
干
異

な
る
呼
称
に
よ
る
基
準
（
“sound business purpose
”）
を
用
い
る
）; In re A

bbotts D
airies of Pennsylvania, Inc., 788 F.2d 

143 （3rd Cir. 1986

）（
買
主
の
誠
実
性
（good faith

）
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
）.

（
47
）　E
.g., In re A

bbotts D
airies of Pennsylvania, Inc., 788 F.2d 143 

（3rd Cir. 1986

）; Stephens Indus., Inc. v. 
M

cClung, 789 F.2d 386, 390 （6th Cir. 1986

）; In re O
neida Lake D

ev., Inc., 114 B.R. 352 （Bankr. N
.D

.N
.Y

. 1990

）; In re 
D

elaw
are &

 H
udson Railw

ay Co., 124 B.R. 169, 179 

（Bankr. D
. D

el. 1991

）; Bartel v. Bar H
arbor A

irw
ays, Inc., 196 

B.R. 268, 273 

（S.D
.N

.Y
. 1996

）. 

た
だ
し
、
裁
判
例
に
は
、
正
当
な
事
業
上
の
理
由
に
つ
い
て
よ
り
高
度
の
立
証
が
求
め
ら
れ
る
と
し
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た
も
の
（In re Channel O

ne Com
m

unications, Inc., 117 B.R. 493, 496 

（1990

）; In re W
hitehall Jew

elers H
oldings, Inc. 

20008 W
L2951974, at * 6 

（Bankr. D
. D

el. 2008

））
や
、
本
判
決
の
基
準
に
拠
り
つ
つ
、
債
務
者
の
総
事
業
の
譲
渡
は
一
般
に
再
建

計
画
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
と
し
た
も
の
も
あ
る
（In re N

ew
 H

am
pshire Elec. Co-op., Inc., 131 B.R. 249, 252 

（Bankr. D
. N

. 
H

. 1991
））。

（
48
）　E

.g., In re Industrial V
alley Refrigeration and A

ir Conditioning Supplies, Inc., 77 Bankr. 15, 17 

（Bankr. E.D
. 

Pa. 1987
）; In re T

itusville Country Club, 128 B.R. 396, 

（Bankr.W
.D

.Pa. 1991

）; In re Plabell Rubber Products, Inc., 
14 9 B.R. 475, 479 

（Bankr. N
. D

. O
hio 1992

）; In re Country M
anor of K

enton, Inc., 172 B.R. 217, 220 

（Bankr N
.D

. 
O

hio 1994

）; In re Condere Corp., 228 B.R. 615, 631 （Bankr. S.D
. M

iss. 1998

）; In re M
ed. Softw

are Sols., 286 B.R. 431, 
434 

（Bankr. D
. U

tah 2002
）; In re Exaeris Inc., 380 B.R. 741, 744 

（Bankr. D
. D

el. 2008

）; In re Fam
ily Christian, LLC, 

533 B.R. 600, 626 （Bankr. W
. D

. M
ich. 2015

）.

（
49
）　Jessica U

ziel, Section 363
（B

） Restructuring M
eets the Sound Business Purpose T

est w
ith Bite: an 

O
pportunity to Rebalance the Com

peting Interests of Bankruptcy Law
, 159 U

. Penn. L. Rev. 1189, 1195 （2011

）.

（
50
）　In re W

.A
. M

allory Co., 214 B.R. 834, 836 

（Bankr. E.D
. V

a. 1997

）; Catherine E. V
ance, A

 Sub Rosa by A
ny 

O
ther N

am
e, 16 Com

. L. Bull. 8, 10 

（2001
）; Chad P Pugatch et. al., T

he Lost A
rt of Chapter 11 Reorganization, 19 

U
. Fla. J. L. &

 Pub. Pol

’y 39, 58 （2008

）; Robert M
arko, T

he Road Closed: T
he Inequitable T

reatm
ent of Pre-Closing 

Products Liability Claim
ants under the A

uto Industry Bailout, 4 Brook. J. Corp. Fin. &
 Com

. L. 353, 361 

（2010

）; 
M

orris A
. K

aram
, T

he Chrysler Bankruptcy and the Future of 363

（b

） T
ransactions, 11 H

ous. Bus. &
 T

ax L.J. 
395, 412 （2011

）; A
lla Raykin, Section 363 Sales: M

ootinf D
ue Process, 29 Em

ory Bankr. D
ev. J. 91, 135 （2012

）.

（
51
）　Sm

ith v. V
an Gorkom

, 488 A
.2d 858, 872 

（D
el. 1985

）; A
ronson v. Lew

is, 473 A
.2d 805, 812 

（D
el. 1984

）; D
ennis 

J. Block, N
ancy E. Barton &

 Stephen A
. Radin, T

he Business Judgm
ent Rule: Fiduciary D

uties O
f D

irectors chap. 
I, at 11-13 

（6th ed., A
spen Publishers 2009

）.

邦
語
文
献
と
し
て
、
川
濱
昇
「
米
国
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
の
検
討
」
論
叢
一

一
四
巻
二
号
七
九
頁
、
五
号
三
六
頁
（
一
九
八
三
年
）、
酒
井
太
郎
「
米
国
会
社
法
学
に
お
け
る
取
締
役
の
信
認
義
務
規
範
（
一
）」
一
法

一
一
巻
三
号
七
六
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
倒
産
法
第
一
一
章
手
続
に
お
け
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
の
職
務
遂
行
規
範
―
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取
締
役
の
信
認
義
務
を
中
心
に
―
」
法
研
八
七
巻
一
二
号
五
九
頁
（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
52
）　Collier on Bankruptcy 

¶ 363.02

［4

］ at 363-18 （16th ed. 2009

）.
（
53
）　

正
当
な
事
業
上
の
理
由
と
は
別
に
、
経
営
判
断
原
則
を
考
慮
す
る
裁
判
例
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
具
体
的
な
検
討
は
行
わ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
趣
旨
は
判
然
と
し
な
い
（E

.g., In re Global Crossing Ltd., 295 B.R. 726, 742-44 

（Bankr.S.D
.N

.Y
. 2003

）; In re 
General M

otors Corp., 407 B.R. 463, 494 （2009

））。

（
54
）　In re Plabell Rubber Prods., Inc., 149 B.R. 475, 479 （Bankr. N

.D
. O

hio 1992

）; In re Frem
ont Battery Co., 73 B.R. 

277, 279 （Bankr. N
.D

. O
hio 1987

）; In re Flour City Bagels, LLC, 557 B.R. 53, 80 （2016

）.

（
55
）　In re Plabell, 149 B.R. 479; In re Country M

anor of K
enton, Inc., 172 B.R. 217, 220-21 （Bankr. N

.D
. O

hio 1994

）.

（
56
）　In re Crutcher Res. Corp., 72 B.R. 628, 633 

（Bankr. N
.D

. T
ex. 1987

）; In re George W
alsh Chevrolet, Inc., 118 

B.R. 99, 102 

（Bankr. E.D
. M

o. 1990

）; In re Frem
ont Battery Co., 73 B.R. 277, 279 

（Bankr. N
.D

. O
hio 1987

）; In re 
Encore H

ealthcare A
ssocs., 312 B.R. 52 （Bankr. E.D

. PA
. 2004

）.

（
57
）　Pension Benefit Guar. Corp. v. Braniff A

irw
ays, Inc. （In re Braniff A

irw
ays, Inc.

）, 700 F.2d 935 （5th Cir. 1983

）.

（
58
）　

隠
れ
た
再
建
計
画
の
法
理
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
福
岡
・
前
掲
注
（
22
）
八
〇
頁
、
阿
部
＝
粕
谷
・
前
掲
注
（
22
）
一
〇
八

頁
、
井
出
・
前
掲
注
（
22
）
五
七
頁
、
山
本
・
前
掲
注
（
22
）
六
三
一
頁
。

（
59
）　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
事
実
上
の
」（de facto
）
と
表
現
す
べ
き
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（E

.g., In re Chrysler LLC, 576 F.3d 108, 
117 （2d Cir. 2009

）; In re T
em

pnology, 542 B.R. 50, 64 （Bankr. D
.N

.H
. 2015

））。

（
60
）　

な
お
、
上
訴
審
に
お
け
る
論
点
と
し
て
、
三
六
三
条
（
ｂ
）
に
よ
る
許
可
の
当
否
に
加
え
、
連
邦
航
空
局
が
本
件
債
務
者
の
全
米
の

空
港
の
発
着
枠
を
一
括
で
引
き
上
げ
他
社
に
配
分
し
た
こ
と
の
適
法
性
や
、
当
時
は
連
邦
政
府
が
所
有
し
て
い
た
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ナ
シ
ョ

ナ
ル
空
港
の
施
設
の
賃
借
権
の
譲
渡
を
裁
判
所
が
許
可
す
る
権
限
を
有
す
る
か
、
と
い
う
点
も
あ
っ
た
。

（
61
）　In re Braniff A

irw
ays, 700 F.2d at 939-40.

（
62
）　In re Continental A

ir Lines, Inc., 780 F.2d 1223 （5th Cir. 1986

）.

（
63
）　Id., at 1226-27.

（
64
）　Id., at 1227.
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（
65
）　E

.g., In re Inkeepers U
SA

 T
rust, 442 B.R. 227 （Bankr. S.D

.N
.Y

. 2010

）; In re Residential Capital, LLC, 2013 W
L 

3286198, at * 20 

（Bankr. S.D
.N

.Y
. 2013

）; K
im

 M
artin Lew

is, Post-Petition Plan Support A
greem

ents: Present and 
Future Com

pliance, 26 N
o. 6 J. Bankr. L. &

 Prac. N
L A

rt. 1 （2017

）.

（
66
）　

最
近
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Robert J. K
each &

 Lindsay Zahradka M
ilne, Persuasive A

uthority: 
Com

pelled T
hird-Party Releases, A

m
. Bankr. Inst. J., D

ecem
ber 2018, at 14.

（
67
）　In re A

O
V

 Indus. Inc., 792 F.2d 1140, 1152 

（D
.C. Cir. 1986

）; Landsing D
iversified Props.-II v. First N

atʼl Bank 
and T

rust Co. of T
ulsa 

（In re W
. Real Estate Fund Inc.

）, 922 F.2d 592, 600-02 

（10th Cir. 1990

）; Resorts 
International, Inc. v. Low

enschuss 

（In re Low
enschuss

）, 67 F.3d 1394, 1399 

（9th Cir. 1995

）; Bank of N
.Y

. T
rust Co. 

v. O
ffi

cial U
nsecured Creditorsʼ Com

m
. （In re Pac. Lum

ber Co.

）, 584 F.3d 229, 251-52 （5th Cir. 2009

）.

（
68
）　M

enard-Sanford v. M
abey 

（In re A
. H

. Robins Co.

）, 880 F.2d 694 

（4th Cir. 1989

）; In re D
rexel Burnham

 
Lam

bert Group, Inc., 960 F.2d 285 

（2d Cir. 1992

）; M
onarch Life Ins. Co. v. Ropes &

 Gray, 65 F.3d 973 

（1st Cir. 
1995

）; M
unford v. M

unford Inc. （In re M
unford Inc.

）, 97 F.3d 449 （11th Cir. 1996

）; Class Five N
evada Claim

ants v. 
D

ow
 Corning Corp.

）In re D
ow

 Corning Corp., 960 F.2d 285, 658 

（6th Cir. 2002

）; A
iradigm

 Com
m

cʼns Inc. v. FCC 

（In re A
iradigm

 Com
m

cʼns Inc.

）, 519 F.3d 640, 655-57 

（7th Cir. 2008

）; N
atʼl H

eritage Found. Inc. v. H
ighbourne 

Found., 760 F.3d 344, 347-50 （4th Cir. 2014
）; In re Low

er Bucks H
osp., 571 Fed. A

ppʼx 139, 144 （3d Cir. 2014

）.

（
69
）　In re O

n-Site Sourcing. Inc., 412 B.R. 817, 825 
（Bankr. E. D

. V
a. 2009

）; In re Flour City Bagels, LLC, 557 B.R. 
53, 78 （Bankr W

.D
. N

.Y
. 2016

）.

（
70
）　

絶
対
優
先
原
則
に
反
す
る
と
し
た
判
例
と
し
て
、In re A

rm
strong W

orld Industries Inc., 423 F.3d 507 

（3d Cir. 2005

）; 
In re D

BSD
 N

orth A
m

erican Inc., 634 F.3d 79 

（2nd Cir. 2011

）。
許
容
さ
れ
る
と
し
た
判
例
と
し
て
、In re SPM

 
M

anufacturing Corp., 984 F.2d 1305 （1st Cir. 1993

）。

（
71
）　In re O

n-site Sourcing, Inc. 412 B.R. at 826-28.

（
72
）　In re ICL H

olding Co., 802 F.3d 547, 555-56 （3d Cir. 2015

）.

（
73
）　

再
建
計
画
に
お
い
て
、
劣
後
す
る
組
の
債
権
者
や
持
分
権
者
に
、
既
存
の
権
利
の
対
価
で
は
な
く
、
債
務
者
に
新
た
に
提
供
さ
れ
た
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出
資
な
ど
の
対
価
と
し
て
利
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
絶
対
優
先
原
則
に
対
す
る
「
新
価
値
の
例
外
（new

 
value exception

）」
と
し
て
議
論
が
あ
る
。
判
例
は
新
価
値
の
例
外
の
法
理
自
体
は
承
認
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
（Case v. Los 

A
ngeles Lum

ber Products Co., 308 U
.S. 106 

（1939

）; Bank of A
m

erica N
at

’l T
rust &

 Savings A
ss

’n v. 203 N
orth 

LaSalle Street Parntership, 526 U
.S. 434 （1999

））、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。

（
74
）　M

otorola, Inc. v. O
ffi

cial Com
m

. of U
nsecured Creditors 

（In re Iridium
 O

perating LLC

）, 478 F.3d 452, 466 

（2d 
Cir. 2007

）.

（
75
）　

ク
ラ
ム
ダ
ウ
ン
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
再
建
計
画
は
、
権
利
変
更
が
さ
れ
た
組
で
、
か
つ
再
建
計
画
を
拒
絶
し
た
組
の
権
利
に
関

し
て
、
不
公
正
な
差
別
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
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